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伊方原発訴訟第一審判決
ｊ
↓

1．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条1項

に基づき内閣総理大臣のした原子炉設置許可処分につき，原子炉施

設付近の住民はその取消を求める原告適格を有するとした事例

2．上記許可処分における原子炉施設の安全審査に手続上の違法はな

いとした事例

3．上記許可処分における原子炉施設の安全性の認定は，内閣総理大

臣の裁量事項であるとした事例

4．内閣総理大臣による上記原子炉施設の安全性の認定が相当である

とされた事例

、
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一
本
件
は
、
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
九
町

趣
に
原
子
力
発
電
所
の
建
設
を
予
定
し
て
い
た
四

国
電
力
株
式
会
社
か
ら
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

規
制
法
と
い
う
。
）
二
三
条
一
項
に
基
づ
く
申
請

を
受
け
て
、
Ｙ
（
内
閣
総
理
大
臣
）
が
昭
和
四
七

年
二
月
二
八
日
に
し
た
発
電
用
原
子
炉
設
置
許

可
処
分
に
対
し
て
、
Ｘ
ら
（
西
宇
和
郡
内
の
住
民

三
三
名
）
が
原
子
炉
の
安
全
性
の
審
査
に
暇
疵
が

あ
る
等
主
張
し
て
提
起
し
た
取
消
訴
訟
に
対
す
る

本
案
判
決
で
あ
る
。
そ
の
約
一
年
後
で
あ
る
昭
和

四
八
年
秋
、
い
わ
ゆ
る
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

て
以
来
、
世
界
の
先
進
国
は
石
油
か
ら
ウ
ラ
ン
へ

と
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
転
換
し
、
着
た
と
原
子
力

発
電
所
の
建
設
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事

情
を
反
映
し
各
国
に
お
い
て
各
種
の
反
対
運
動
が

起
こ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
原
子
力
発
電
所
の
建

設
、
操
業
の
阻
止
を
求
め
る
訴
訟
が
多
数
提
起
さ

れ
て
い
る
。
我
国
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
数
か

所
に
お
い
て
こ
の
種
の
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
下
さ
れ
た
本
判
決

は
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
関
す
る
我
国
初

の
司
法
判
断
と
し
て
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

た
。

二
本
件
の
争
点
は
法
律
面
、
事
実
面
と
も
に

複
雑
多
岐
に
亘
る
が
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性

と
い
っ
た
実
体
判
断
に
至
る
ま
で
に
は
原
告
適
格

と
い
う
難
関
を
く
ぐ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

Ｙ
は
Ｘ
ら
の
原
告
適
格
に
つ
き
、
「
本
件
許
可

処
分
の
取
消
を
求
め
得
る
の
は
、
法
律
上
の
利
益

を
有
す
る
者
（
行
訴
法
九
条
）
、
即
ち
、
本
件
許

可
処
分
に
よ
り
法
的
に
保
護
さ
れ
た
権
利
利
益

を
侵
害
さ
れ
た
者
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
規
制
法

二
三
条
、
二
四
条
は
公
共
の
安
全
を
図
る
も
の
で

あ
っ
て
、
Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
を
個
別
具
体
的

に
保
護
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
Ｘ
ら
の
主

張
す
る
被
害
は
本
件
原
子
炉
の
運
転
の
結
果
生
ず

る
多
量
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

四
国
電
力
に
対
し
原
子
炉
を
設
置
し
得
る
法
的
地

位
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
本
件
許
可
処
分
に
よ
り

生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
本
件
許
可

処
分
の
公
定
力
の
及
ぶ
範
囲
は
右
法
的
地
位
の
付

与
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
Ｘ
ら
が
右

損
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｘ
ら

は
四
国
電
力
を
被
告
と
し
て
妨
害
予
防
等
の
民
事

訴
訟
を
提
起
す
れ
ば
足
り
る
。
」
と
主
張
し
て
、

こ
れ
を
否
定
し
た
。
Ｘ
ら
は
こ
れ
に
対
し
、
「
Ｘ

ら
の
生
命
、
身
体
等
は
規
制
法
二
三
条
、
二
四
条

に
よ
っ
て
個
別
具
体
的
に
保
護
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
憲
法
上
最
大
の
尊
重
を
受
け
る
べ
き
権
利
利
益

で
あ
る
。
本
件
許
可
処
分
は
そ
れ
自
体
で
直
ち
に

Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
に
影
響
を
及
ば
す
も
の
で

は
な
い
が
、
本
件
原
子
力
発
電
所
を
安
全
な
も
の

と
し
て
、
そ
の
設
置
運
転
を
許
可
す
る
も
の
に
外

な
ら
ず
、
こ
れ
に
通
常
後
続
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
行
為
に
よ
っ
・
て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
も

本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｘ
ら
の
権
利
利
益
が
侵

害
さ
れ
る
か
否
か
は
一
・
般
的
、
抽
象
的
に
判
断
す

べ
き
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
万
一
事
故
が

発
生
す
れ
ば
Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
が
侵
害
さ
れ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
許
可
処
分

に
よ
り
Ｘ
ら
の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
」
と
反
論
し
た
。

本
判
決
は
、
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
と

は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
当
該
行
政
処
分



－、.、；‘､･･I

報
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
規
制
法
二
四
と
は
、
当
該
処
分
に
よ
り
自
己
の
権
利
若
し
く
は

時
条
一
項
四
号
は
公
共
の
安
全
を
図
る
と
同
時
に
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
さ
れ
又
は
必
然

例
原
子
炉
施
設
周
辺
住
民
の
生
命
、
身
体
等
を
保
護
的
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
を
い
う
。
」

半
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
件
原
子
炉
の
と
判
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
法
的
利
益
救

１
．

号
平
常
運
転
に
お
い
て
放
射
性
物
質
を
規
制
値
以
済
説
に
立
つ
場
合
に
は
、
①
侵
害
の
対
象
と
い
う

的
上
放
出
す
る
事
態
が
発
生
す
れ
ば
、
Ｘ
ら
の
う
ち
面
か
ら
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
利
益
は
当
該
行
政
処

１

本
件
原
子
炉
の
近
辺
に
居
住
す
る
者
に
は
放
射
線
分
の
根
拠
法
規
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
必
要
が

障
害
に
よ
り
発
病
す
る
蓋
然
性
が
あ
り
、
ま
た
Ｘ
④
あ
る
か
㈲
否
か
、
②
侵
害
の
態
様
に
は
当
該
権

ら
は
い
ず
れ
も
本
件
原
子
炉
で
炉
心
溶
融
等
の
事
利
利
益
が
帥
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
㈲
当
該
処
分
に

故
が
発
生
し
て
格
納
容
器
が
破
損
す
る
と
、
急
性
通
常
伴
う
後
続
行
為
に
よ
り
必
然
的
に
侵
害
さ
れ

放
射
線
障
害
に
よ
り
死
亡
又
は
発
病
す
る
蓋
然
性
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
、
㈱
当
該
処
分
に
通
常
伴

の
あ
る
者
で
あ
る
。
Ｘ
ら
の
主
張
の
趣
旨
は
、
本
う
後
続
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
蓋

件
許
可
処
分
に
際
し
て
な
さ
れ
る
原
子
炉
の
安
全
然
性
が
あ
る
場
合
、
㈲
当
該
処
分
に
通
常
伴
う
後

審
査
に
過
誤
、
欠
落
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｘ
続
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
単
な
る

ら
が
本
件
原
子
炉
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
等
が
あ
る
が
、

の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
ら
の
主
張
す
る
被
害
が
原
子
ど
の
段
階
ま
で
の
要
件
を
必
要
と
す
る
か
、
③
侵

炉
の
運
転
と
い
う
事
実
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
も
害
の
有
無
の
判
断
は
い
主
張
さ
れ
て
い
る
違
法
事

の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
本
件
許
可
処
由
が
あ
る
と
仮
定
し
た
上
で
す
る
か
、
伺
違
法
事

分
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
由
の
有
無
を
判
断
し
た
上
で
す
る
か
等
い
く
つ
か

い
。
」
と
し
て
Ｘ
ら
に
本
件
許
可
処
分
の
取
消
を
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
右
最
判

求
め
る
原
告
適
格
を
認
め
た
。
に
よ
る
と
伺
説
に
な
る
が
、
本
判
決
は
憲
法
上
も

行
訴
法
九
条
の
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
保
障
さ
れ
て
い
る
人
格
権
又
は
財
産
権
で
あ
る
Ｘ

者
」
の
意
義
（
原
告
適
格
）
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ら
の
生
命
、
身
体
、
財
産
に
つ
き
、
こ
れ
ら
が
規

ゆ
る
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
救
済
説
と
、
法
的
制
法
二
四
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

保
護
に
価
す
る
利
益
救
済
説
と
が
あ
る
が
、
通
問
題
と
し
て
い
る
の
で
、
い
説
に
立
つ
も
の
と
い

説
、
判
例
は
前
説
を
と
っ
て
い
る
（
股
高
裁
事
務
総
え
よ
う
。
②
に
つ
い
て
は
、
右
最
判
が
㈲
説
を
と

局
編
・
続
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
一
三
七
以
下
、
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
い
説
で

南
博
方
編
・
注
釈
行
政
事
件
訴
訟
法
一
○
七
以
あ
る
（
も
っ
と
も
自
説
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

下
）
。
ま
た
最
近
現
わ
れ
た
最
三
判
昭
詔
・
３
．
は
な
い
。
）
。
③
に
つ
い
て
は
、
右
最
判
の
立
場
は

皿
（
本
誌
八
八
○
・
二
、
但
し
、
直
接
に
は
景
表
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
判
決
は
「
原
子
炉
事
故
が

法
一
○
条
六
号
に
基
づ
く
不
服
申
立
に
つ
き
、
申
発
生
し
た
場
合
等
に
は
」
と
仮
定
の
上
に
立
っ
て

立
適
格
の
有
無
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
も
蓋
然
性
の
有
無
を
論
じ
て
い
る
か
ら
、
実
質
的
に

胡
こ
の
説
を
と
り
、
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
は
帥
説
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

I

と
こ
ろ
で
権
利
利
益
の
侵
害
が
原
告
適
格
の
要
別
具
体
的
に
保
護
し
て
い
る
か
否
か
が
最
大
の
論

件
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
権
利
利
益
の
点
と
な
ろ
う
。
本
判
決
は
二
四
条
一
項
四
号
が
許

救
済
訴
訟
と
し
て
の
抗
告
訴
訟
を
民
衆
訴
訟
か
ら
可
基
準
と
し
て
原
子
炉
等
の
安
全
性
を
掲
げ
て
い

区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
抗
告
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
公
益
の
み
で
な
く
、
Ｘ
ら
の
生

る
本
件
で
は
ｘ
ら
の
権
利
利
益
の
侵
害
の
有
無
が
命
、
身
体
、
財
産
等
も
個
別
的
に
保
護
し
て
い
る

問
題
と
な
る
が
、
Ｙ
の
主
張
す
る
よ
う
に
本
件
許
と
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
Ｙ
の
主
張
す

可
処
分
は
四
国
電
力
に
原
子
炉
を
設
置
し
得
る
法
る
と
お
り
、
公
益
規
定
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ

的
地
位
を
付
与
す
る
に
過
ぎ
ず
、
直
接
Ｘ
ら
の
権
と
も
可
能
で
あ
り
、
疑
問
な
し
と
す
る
こ
と
は
で

利
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
き
な
い
。
し
か
し
規
定
の
仕
方
が
公
益
規
定
的
で

本
件
処
分
が
な
け
れ
ば
Ｘ
ら
の
損
害
は
生
じ
な
い
あ
る
と
し
て
も
、
ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
に
対
す

と
の
関
係
は
あ
る
か
ら
、
一
種
の
予
防
訴
訟
と
し
る
侵
害
を
抜
き
に
し
て
安
全
性
を
論
ず
る
こ
と
は

て
本
件
許
可
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
を
認
め
で
き
ず
、
ま
た
右
規
定
は
実
質
的
に
は
相
隣
関
係

て
も
、
こ
れ
が
民
衆
訴
訟
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
保

（
②
の
㈲
説
）
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
取
消
訴
訟
護
さ
れ
て
い
る
権
利
利
益
を
常
に
一
般
公
益
に
解

が
公
定
力
の
排
除
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
の
矛
盾
消
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
（
こ
の
点
で
本

が
生
ず
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
な
お
、
違
法
件
は
前
記
最
判
と
は
事
情
が
大
い
に
異
な
る
。
な

事
由
の
有
無
は
本
案
の
問
題
で
あ
り
、
本
案
判
決
お
本
件
の
類
似
事
案
と
し
て
は
、
札
幌
地
決
昭

の
要
件
と
し
て
の
原
告
適
格
に
お
い
て
判
断
す
る
坐
・
８
．
”
行
集
二
○
・
八
Ⅱ
九
・
九
二
九
、
本

必
要
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
③
の
④
誌
五
六
五
・
一
三
、
東
京
地
判
昭
妃
。
ｎ
．
６
行

説
）
。
も
っ
と
も
、
処
分
自
体
に
よ
っ
て
直
接
権
集
二
四
・
二
・
一
二
・
二
九
一
、
本
誌
七
三

利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
民
常
七
・
三
ハ
、
札
幌
地
判
昭
副
・
７
．
型
本
誌
八
・

事
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
こ
と
三
九
・
四
五
、
札
幌
高
判
昭
副
・
８
．
５
本
誌
八

も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
取
消
訴
訟
に
よ
っ
て
Ｘ
ら
二
一
・
二
一
が
あ
る
。
）
。

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
予
防
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
お
、
本
判
決
は
原
子
炉
建
設
予
定
地
か
ら
二

か
否
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
立
法
政
策
の
問
題
に
○
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
居
住
す
る

帰
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
本
者
に
も
原
告
適
格
を
認
め
て
い
る
が
、
住
民
に
原

件
に
お
い
て
、
法
が
Ｘ
ら
に
取
消
訴
訟
原
告
適
格
告
適
格
を
認
め
る
と
し
て
も
そ
の
範
囲
を
い
か
に

を
認
め
て
い
る
か
否
か
は
、
本
件
許
可
処
分
に
当
画
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
な
お
解
決
困
難
な
問
題

た
り
、
Ｘ
ら
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
行
と
し
て
残
っ
て
い
る
（
原
田
尚
彦
・
環
境
権
と
裁

政
権
の
発
動
が
規
制
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
判
一
三
六
以
下
）
。

決
す
る
こ
と
に
な
る
（
①
の
紛
説
）
。
そ
の
意
味
一
二
本
件
許
可
処
分
は
、
規
制
法
一
三
条
一
項

で
は
規
制
法
一
三
条
、
二
四
条
が
Ｘ
ら
の
生
命
、
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
二
四
条
二
項
に

身
体
、
財
産
を
一
般
公
益
と
し
て
で
は
な
く
、
個
よ
り
、
．
Ｙ
は
許
可
申
請
が
あ
る
と
、
許
可
す
る
前

’
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に
あ
ら
か
じ
め
原
子
力
委
員
会
の
意
見
を
聞
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た

原
子
力
委
員
会
は
、
科
学
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
安
全
審
査
会
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全

性
に
関
す
る
調
査
結
果
を
得
た
上
で
、
そ
の
意
見

を
確
定
し
、
Ｙ
に
答
申
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
原
子
力
委
員
会
設
置
法
一
四
条
の
二
・
以
下
設

置
法
と
い
う
。
）
。
な
お
、
原
子
力
委
員
会
に
は
専

門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
、
専
門
部

会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ

ら
は
本
件
に
お
い
て
、
例
え
ば
部
会
委
員
に
欠

席
、
代
理
が
多
い
こ
と
、
議
事
録
が
な
く
審
理
内

容
が
不
明
の
ま
ま
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
本
件
安
全
審
査
の
杜
撰
さ
を
窺
わ
せ
る
事
情

を
数
多
く
あ
げ
、
本
件
許
可
手
続
に
は
こ
れ
を
取

消
す
べ
き
暇
疵
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
本
判
決
は
「
代
理
出
席
の
あ
っ
た
こ
と
が
部

会
の
最
終
決
議
を
違
法
な
ら
し
め
る
と
は
即
断
し

難
い
。
出
欠
者
の
多
寡
は
直
ち
に
調
査
審
議
の
杜

撰
さ
を
示
す
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
。
代
理
出
席

者
の
決
議
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
審
査

会
の
決
議
が
違
法
と
な
る
も
の
で
な
い
。
原
子
力

委
員
会
が
本
件
原
子
炉
の
設
置
許
可
基
準
へ
の
適

合
性
の
意
見
答
申
を
な
す
に
際
し
、
強
い
先
入
観

を
も
っ
て
い
た
と
は
即
断
で
き
な
い
。
」
等
判
示

し
て
、
Ｘ
ら
の
右
主
張
を
排
斥
し
た
。

原
子
炉
の
安
全
審
査
は
高
度
の
専
門
技
術
的
判

断
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
法
形
式
上
Ｙ
の
許
可
に

よ
る
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
原
子
炉
安
全
審
査

会
が
最
終
的
判
断
を
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
（
規
制
法
二
四
条
二
項
、
設
置
法
三

条
）
。
従
っ
て
一
般
の
諮
問
機
関
と
は
異
な
り
、

そ
の
安
全
審
査
過
程
に
窓
意
独
断
が
あ
る
と
疑
わ

●
１
１
卜
Ｌ
佛
肺
ｒ
１
個
ｒ
ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｈ
Ｈ
ｒ
－
１

’ れ
る
場
合
に
は
、
許
可
自
体
の
正
当
性
に
も
大
き

な
疑
問
が
生
じ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
我
国

の
裁
判
例
は
、
従
来
か
ら
裁
量
処
分
の
暇
疵
の
有

無
を
審
査
す
る
場
合
、
そ
の
裁
量
暇
疵
を
実
体
的

に
と
ら
え
て
こ
れ
を
審
査
し
て
い
る
の
が
大
勢
で

あ
る
。
し
か
し
、
行
政
権
に
よ
っ
て
国
民
の
生
活

を
規
律
す
る
度
合
が
大
き
く
な
り
、
技
術
の
進
歩

に
伴
い
行
政
が
ま
す
ま
す
専
門
技
術
化
し
て
い
る

今
日
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
審
理
能
力
か
ら
い

っ
て
も
、
行
政
庁
の
専
門
技
術
的
判
断
は
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
裁
量
処

分
を
実
体
的
な
裁
量
暇
疵
の
有
無
と
い
う
面
で
審

理
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
手
続
的
な
面
か
ら

審
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

迄
い
る
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
七
五
・
一
七
、
原
田

尚
彦
・
訴
の
利
益
一
六
六
、
阿
部
泰
隆
・
ジ
ュ
リ

五
九
四
・
六
八
、
東
京
地
判
昭
詔
。
皿
・
妬
行
集

一
四
・
一
二
・
二
二
五
五
、
本
誌
三
六
一
・
一
六
、

な
お
、
東
京
高
判
昭
蛤
・
７
．
超
行
集
二
四
。
六

Ⅱ
七
・
五
三
三
、
本
誌
七
一
○
・
二
三
、
最
一
判
昭

印
。
５
．
羽
民
集
二
九
・
五
六
。
六
二
、
本
誌
七

七
九
。
二
一
参
照
）
。
本
判
決
も
手
続
上
の
暇
疵

が
処
分
の
違
法
事
由
た
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
Ｘ
ら
に
立
証
責
任
を
課
し
た

そ
の
判
示
か
ら
す
る
と
許
可
処
分
を
手
続
面
か
ら

厳
正
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
は
考
え
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
記
の
と
お
り
原
子
炉

の
安
全
性
が
専
門
技
術
性
の
故
に
裁
量
事
項
で
あ

る
と
さ
れ
、
ま
た
裁
量
の
相
当
性
に
つ
い
て
の
裁

判
所
の
判
断
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
こ
の
種
の
事
件
に
お
い
て
は
、
手
続
審
査

の
観
点
か
ら
審
理
の
充
実
を
図
る
こ
と
も
必
要
で

は
な
か
ろ
う
か
（
阿
部
泰
隆
・
ジ
ュ
リ
六
六
八
・

二
二
）
。
の
あ
る
こ
と
は
、
原
離
と
し
て
Ｙ
の
立
証
す
べ
き

四
次
に
本
件
で
は
本
件
処
分
が
裁
量
処
分
か
事
項
で
あ
る
と
判
示
し
て
・
い
る
。

否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
Ｘ
ら
は
裁
量
処
分
性
を
今
日
で
は
法
律
要
件
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
法

否
定
し
て
い
る
が
、
Ｘ
ら
も
内
閣
総
理
大
臣
が
公
律
効
果
の
発
生
に
つ
い
て
も
、
行
政
法
規
の
趣

益
適
合
性
の
観
点
か
ら
許
可
す
る
か
否
か
に
つ
き
旨
目
的
の
合
理
的
解
釈
に
よ
り
行
政
の
自
律
性
、

裁
量
権
を
有
す
る
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
否
定
専
門
技
術
的
又
は
政
治
的
判
断
を
尊
重
す
べ
き
場

す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
題
と
な
る
合
に
、
裁
量
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
が

の
は
、
行
政
行
為
の
要
件
事
実
の
認
定
、
特
に
規
有
力
と
な
っ
て
い
る
（
山
田
幸
男
「
自
由
裁
量
」

制
法
二
四
条
一
項
四
号
の
「
原
子
炉
施
設
の
位
行
政
法
講
座
二
。
一
四
二
、
杉
村
敏
正
・
行
政
法

置
、
構
造
及
び
設
備
が
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
講
義
総
編
上
巻
一
九
五
、
最
高
裁
判
所
事
務
総

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
原
子
炉
に
よ
る
局
編
・
続
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
六
三
）
。
本
判

災
害
の
防
止
上
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」
決
も
こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
法
律
要
件
で
あ
る

と
の
基
準
（
安
全
性
）
に
適
合
す
る
か
否
か
の
判
原
子
炉
の
安
全
性
の
認
定
が
裁
量
事
項
で
あ
る
こ

断
が
Ｙ
の
裁
量
事
項
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

Ｙ
は
こ
の
点
に
つ
き
、
右
安
全
性
の
認
定
は
専
は
原
子
炉
の
安
全
性
に
関
す
る
司
法
審
査
の
方
法

門
技
術
的
判
断
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
裁
量
と
い
う
面
で
も
重
要
な
差
異
が
生
ず
る
こ
と
を
意

事
項
で
あ
り
、
Ｙ
の
裁
量
権
行
使
に
濫
用
？
逸
脱
味
し
て
い
る
。
司
法
審
査
の
方
法
と
し
て
は
、
①

の
違
法
が
あ
る
こ
と
は
Ｘ
ら
が
主
張
・
立
証
す
べ
裁
判
所
が
行
政
庁
の
判
断
を
全
く
前
提
と
せ
ず

き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｘ
ら
は
人
に
、
い
わ
ば
白
紙
の
状
態
か
ら
、
あ
る
原
子
炉
が

の
生
命
・
身
体
等
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
か
否
か
安
全
か
否
か
を
判
断
す
る
方
法
、
②
行
政
庁
の
判

は
、
一
義
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
本
質
的
な
法
律
断
を
前
提
と
し
、
こ
れ
を
一
応
尊
重
し
た
上
で
、

判
断
事
項
で
あ
り
、
決
し
て
専
門
技
術
的
な
裁
量
そ
こ
に
明
白
な
不
合
理
性
の
あ
る
か
否
か
に
よ
り

の
余
地
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
安
裁
量
権
の
濫
用
、
逸
脱
を
判
断
す
る
方
法
等
が
あ

全
性
の
判
断
の
裁
量
事
項
性
を
否
定
し
、
安
全
性
り
得
る
。
そ
し
て
Ｘ
ら
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
①
の

は
本
件
処
分
の
要
件
事
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
方
法
（
も
っ
と
も
Ｘ
ら
は
「
裁
判
所
は
自
然
科
学

証
は
Ｙ
が
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
的
判
断
そ
の
も
の
を
す
る
必
要
は
な
い
。
」
と
も

本
判
決
は
原
子
炉
の
安
全
性
の
判
断
に
は
特
に
主
張
し
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
②
の
方
法
を
否

高
度
の
科
学
的
専
門
知
識
を
要
す
る
こ
と
を
理
由
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
争
い
は
裁
量
の
幅
な
い

に
そ
の
裁
量
性
を
認
め
た
上
、
Ｙ
が
本
件
原
子
炉
し
は
主
張
立
証
責
任
に
帰
す
る
と
み
る
こ
と
も
で

の
安
全
審
査
資
料
を
総
て
保
有
し
、
専
門
家
を
擁
き
る
。
）
、
Ｙ
の
主
張
に
よ
れ
ば
②
の
方
法
を
と
る

し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｘ
ら
は
そ
の
よ
う
な
立
場
こ
と
に
な
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
安
全

に
な
い
か
ら
、
公
平
の
見
地
か
ら
し
て
、
当
該
原
審
査
の
裁
量
性
を
認
め
た
結
果
、
こ
の
点
に
つ
き

子
炉
が
安
全
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
相
当
性
Ｙ
の
主
張
（
②
の
方
法
）
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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報
こ
の
点
に
関
す
る
本
判
決
の
判
示
は
簡
潔
で
あ
る
を
蒸
発
さ
せ
、
こ
の
蒸
気
に
よ
っ
て
発
電
用
タ
－
た
。
こ
れ
に
対
し
本
判
決
は
ま
ず
①
に
つ
き
、
Ｅ
被
ば
く
で
は
人
類
に
障
害
を
与
え
な
い
と
す
る

時
が
、
実
際
に
は
こ
の
審
理
方
法
が
科
学
裁
判
と
い
ピ
ン
を
動
か
す
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
有
効
性
の
完
全
な
実
験
は
未
だ
な
さ
れ
「
し
き
い
値
」
の
存
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
電
力

例
わ
れ
た
本
判
決
の
結
論
を
決
し
た
と
極
論
し
て
も
Ｘ
ら
の
提
起
し
た
科
学
技
術
上
の
問
題
点
は
複
て
い
な
い
が
、
個
女
の
現
象
に
つ
い
て
の
多
く
の
の
供
給
等
公
共
の
必
要
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

判
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
雑
多
岐
に
亘
る
が
、
本
件
安
全
審
査
に
お
い
て
最
実
験
、
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
個
盈
の
モ
人
類
に
影
響
の
あ
る
こ
と
の
判
明
し
て
い
る
最
低

号
で
本
判
決
は
科
学
裁
判
に
お
け
る
司
法
審
査
を
い
も
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
デ
ル
を
作
成
し
、
こ
れ
を
基
に
し
た
実
験
、
経
験
の
放
射
線
量
の
数
十
分
の
一
の
量
を
許
容
被
ば
く

甜
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
重
要
な
問
題
を
検
討
す
る
発
生
及
び
事
故
拡
大
の
防
止
措
置
で
あ
る
。
原
子
に
よ
り
、
か
つ
、
不
確
実
な
点
は
厳
し
い
条
件
を
線
量
（
年
間
五
○
○
ミ
リ
レ
ム
）
と
定
め
る
こ
と

１

上
で
貴
重
な
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
原
田
尚
炉
に
お
け
る
最
も
重
大
な
事
故
と
し
て
Ｙ
自
身
の
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
左
の
モ
デ
ル
間
の
は
違
法
で
は
な
い
と
し
た
上
、
本
件
安
全
審
査
に

彦
・
判
夕
三
一
八
。
一
二
、
同
。
環
境
権
と
裁
判
想
定
し
た
も
の
は
、
一
次
冷
却
水
循
環
パ
イ
プ
が
関
係
付
け
、
総
合
化
を
行
な
い
、
一
方
、
諸
数
値
お
い
て
、
本
件
原
子
炉
の
平
常
運
転
時
の
気
体
廃

一
五
○
）
。
破
断
し
た
場
合
に
生
ず
る
一
次
冷
却
水
の
喪
失
事
に
つ
い
て
も
個
左
の
モ
デ
ル
と
同
様
に
実
験
等
に
棄
物
に
よ
る
被
ば
く
線
量
は
、
敷
地
周
辺
で
年
間

な
お
、
裁
量
権
の
濫
用
．
逸
脱
の
立
証
責
任
は
故
（
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
緊
よ
っ
て
確
認
し
た
う
え
で
設
定
す
る
こ
と
に
ょ
約
○
・
六
ミ
リ
レ
ム
、
液
体
廃
棄
物
に
ょ
る
も
の

取
消
を
求
め
る
原
告
側
に
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
急
炉
心
冷
却
装
置
（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）
に
よ
り
、
ほ
う
り
、
現
実
を
総
合
的
に
評
価
し
得
る
解
析
コ
ー
ド
年
間
全
身
約
○
・
○
一
ミ
リ
レ
ム
で
あ
る
と
評
価

で
あ
る
（
村
上
博
巳
・
証
明
責
任
の
研
究
三
三
酸
水
を
原
子
炉
圧
力
容
器
に
注
入
し
、
燃
料
温
度
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
、
本
件
原
子
炉
の
さ
れ
た
が
、
証
拠
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
事
実
に
ょ

四
、
豊
水
・
最
判
解
民
昭
姐
・
一
五
六
）
○
こ
れ
の
上
昇
を
防
止
し
て
燃
料
の
損
傷
、
溶
融
等
を
防
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
解
析
し
た
結
果
、
い
れ
ば
右
評
価
は
相
当
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の

に
対
し
本
判
決
は
公
平
の
見
地
か
ら
、
裁
量
の
相
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
Ｘ
ら
は
、
①
右
Ｅ
か
な
る
一
次
冷
却
系
配
管
の
破
断
に
よ
る
一
次
冷
点
に
お
い
て
安
全
性
の
審
査
に
暇
疵
は
な
い
と
判

当
性
は
原
則
と
し
て
Ｙ
が
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
事
故
時
に
機
能
す
る
か
否
か
は
確
認
さ
却
水
喪
失
事
故
に
対
し
て
も
有
効
で
あ
る
と
評
価
示
し
た
。

し
て
、
結
論
的
に
Ｘ
ら
の
主
張
を
採
用
し
て
い
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
機
能
し
て
も
そ
の
有
効
性
に
し
た
Ｙ
の
判
断
は
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
判
示
以
上
の
外
に
も
、
ｘ
ら
が
指
摘
し
た
安
全
審
査

る
。
こ
の
点
は
、
原
子
炉
の
安
全
性
と
い
っ
た
第
一
疑
問
が
あ
る
か
ら
、
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
場
合
に
は
炉
心
し
、
②
に
つ
い
て
は
、
中
性
子
照
射
が
原
子
炉
圧
上
の
疑
問
点
は
多
を
あ
る
が
、
本
判
決
は
、
固
体

一
級
の
専
門
家
の
間
で
も
見
解
の
分
か
れ
る
高
度
は
融
け
、
圧
力
容
器
及
び
そ
れ
を
格
納
し
て
い
る
力
容
器
材
料
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
し
て
は
、
監
視
廃
棄
物
の
処
理
、
原
子
力
発
電
所
の
立
地
条
件
、

の
専
門
技
術
的
問
題
に
つ
き
、
判
断
を
迫
ら
れ
、
容
器
も
吹
き
飛
ば
す
破
滅
的
大
事
故
に
発
展
し
、
試
験
片
を
炉
心
周
囲
に
挿
入
し
、
定
期
的
に
取
り
原
子
炉
の
燃
料
、
蒸
気
発
生
器
細
管
、
耐
震
設
計

こ
れ
を
裁
鐘
事
項
で
あ
る
と
し
た
裁
判
所
が
安
全
大
量
の
放
射
性
物
質
が
発
電
所
外
へ
放
出
さ
れ
る
出
し
て
試
験
を
行
い
、
安
全
性
を
確
認
し
、
ま
た
等
を
め
ぐ
る
科
学
技
術
上
の
問
題
に
つ
き
逐
一
審

審
査
に
関
す
る
実
質
的
司
法
判
断
を
維
持
す
る
た
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
更
に
Ｘ
ら
は
、
②
原
子
炉
圧
力
容
器
の
耐
圧
部
等
は
供
用
期
間
中
検
理
を
す
す
め
た
上
、
Ｘ
ら
の
主
張
す
る
事
実
は
認

め
に
編
み
出
し
た
苦
心
の
策
と
い
え
よ
う
。
本
判
圧
力
容
器
に
は
強
い
中
性
子
線
が
絶
え
ず
照
射
さ
査
を
実
施
し
、
そ
の
安
全
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
め
ら
れ
な
い
と
し
、
あ
る
い
は
理
由
が
な
い
と
し

決
が
安
全
審
査
の
裁
量
事
項
性
を
認
め
た
に
も
か
れ
る
た
め
、
こ
れ
が
脆
化
し
、
ひ
び
割
れ
す
る
危
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
原
子
炉
圧
力
容
て
、
こ
れ
を
総
て
排
斥
し
、
本
件
原
子
炉
施
設
は

か
わ
ら
ず
、
細
か
な
技
術
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
険
性
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
地
震
そ
の
器
の
安
全
性
は
確
保
さ
れ
る
と
し
た
Ｙ
の
判
断
は
規
制
法
二
四
条
一
項
四
号
の
基
準
（
安
全
性
）
に

逐
一
判
断
を
示
し
て
い
る
の
は
こ
こ
か
ら
来
る
も
他
の
強
い
力
が
加
わ
る
と
圧
力
容
器
自
体
の
破
裂
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
、
③
に
つ
い
て
も
、
二
次
適
合
し
て
い
る
と
し
た
Ｙ
の
判
断
を
相
当
と
し
て

が
生
じ
、
こ
の
場
合
に
は
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
機
能
す
る
給
水
系
に
は
主
給
水
ポ
ン
プ
三
台
の
外
、
補
助
絵
維
持
し
て
い
る
。

の
と
思
わ
れ
る
Ｑ

五
本
件
原
子
力
発
電
所
は
、
い
わ
ゆ
る
加
圧
余
地
は
な
い
か
ら
①
と
同
様
の
大
事
故
に
発
展
す
水
ポ
ン
プ
ニ
台
等
が
設
け
ら
れ
て
万
全
の
措
置
が
前
記
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
原
子
炉
の
安
全

水
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
炉
心
燃
料
を
納
め
て
る
と
主
張
し
、
ま
た
③
二
次
冷
却
水
系
が
故
障
し
と
ら
れ
て
お
り
、
二
次
冷
却
水
の
給
水
が
全
く
停
性
の
認
定
は
Ｙ
の
裁
量
事
項
で
あ
る
と
の
前
提
の

い
る
原
子
炉
圧
力
容
器
の
中
に
、
加
圧
し
た
一
次
て
停
止
す
る
と
、
一
次
冷
却
水
は
二
次
冷
却
水
に
止
す
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
と
判
示
し
て
、
下
に
審
理
を
す
す
め
、
結
論
と
し
て
Ｙ
の
し
た
右

冷
却
水
を
送
り
込
み
、
こ
れ
が
炉
心
で
発
生
す
る
熱
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
高
温
と
な
・
Ｘ
ら
の
疑
問
を
い
ず
れ
も
排
斥
し
て
い
る
。
判
断
を
相
当
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
即

莫
大
な
熱
量
を
奪
っ
た
う
え
循
環
パ
イ
プ
を
通
じ
り
圧
力
も
高
く
な
る
が
、
こ
の
場
合
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
次
に
原
子
炉
の
通
常
運
転
時
に
お
け
る
被
ば
く
ち
、
本
判
決
は
原
子
炉
の
安
全
性
と
い
っ
た
科
学

て
蒸
気
発
生
器
に
送
ら
れ
、
そ
の
細
管
を
通
過
す
ほ
と
ん
ど
機
能
せ
ず
、
そ
の
結
果
炉
心
は
溶
融
し
評
価
も
本
件
に
お
け
る
重
要
な
争
点
と
さ
れ
た
。
論
争
に
つ
き
自
ら
積
極
的
に
判
断
し
て
Ｙ
の
側
に

虹
る
間
に
細
管
の
周
囲
を
流
れ
る
二
次
系
の
冷
却
水
①
同
様
の
事
故
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
こ
の
点
に
つ
き
本
判
決
は
、
こ
れ
以
下
の
放
射
線
軍
配
を
挙
げ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ｘ
ら
の
主

I
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張
に
よ
っ
て
は
Ｙ
の
判
断
の
相
当
性
は
覆
え
ら
な

い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
の
理
由
は
Ｙ
の

準
備
書
面
の
引
写
し
で
あ
る
と
の
批
判
を
す
る
向

き
も
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
審
理
方
法
の
結
果
、

Ｙ
の
判
断
の
相
当
性
を
認
め
る
以
上
、
そ
の
・
よ
う

な
面
が
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
い
え

よ
う
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
の
理
由
は
簡
潔
で
あ

り
、
安
全
性
に
関
す
る
Ｘ
ら
の
疑
問
を
解
消
す
る

に
は
不
充
分
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
り
得
よ
う
。

六
我
国
に
は
現
在
、
東
海
第
二
発
電
所
原
子

炉
設
置
許
可
処
分
取
消
請
求
事
件
が
水
戸
地
裁

に
、
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
設
置
許
可

処
分
取
消
請
求
事
件
が
福
島
地
裁
に
、
敦
賀
原
子

力
発
電
所
を
め
ぐ
る
条
例
制
定
請
求
代
表
者
証
明

書
交
付
申
請
に
対
す
る
拒
否
処
分
取
消
請
求
事
件

が
福
井
地
裁
に
、
柏
崎
原
子
力
発
電
所
を
め
ぐ
る

原
子
力
発
電
所
設
置
禁
止
等
請
求
事
件
、
保
安
林

指
定
解
除
処
分
取
消
請
求
事
件
が
新
潟
地
裁
に
、

伊
方
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
設
置
許
可
変
更
処
分

（
第
二
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
）
取
消
請
求
事
件

が
本
判
決
を
下
し
た
松
山
地
裁
に
、
そ
し
て
本
判

決
の
控
訴
事
件
が
高
松
高
裁
に
係
属
し
て
い
る
。

本
件
は
我
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
原
子
力
発
電
所

を
め
ぐ
る
訴
訟
中
、
付
近
住
民
に
原
子
炉
設
置
許

可
処
分
の
取
消
訴
訟
に
つ
き
原
告
適
格
を
認
め
、

原
子
炉
の
安
全
性
等
の
実
体
判
断
を
し
た
初
め
て

の
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
続
す
る
事
件
に
対
し

て
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本

件
で
は
当
事
者
双
方
の
活
発
な
訴
訟
活
動
に
よ

り
、
原
告
適
格
を
初
め
と
す
る
行
訴
法
上
の
問

題
、
原
子
力
関
係
法
令
上
の
問
題
、
科
学
技
術
上

の
問
題
等
原
子
力
問
題
の
ほ
と
ん
ど
総
て
の
論
点

が
出
尽
く
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本
判
決
は
そ’

の
分
量
か
ら
い
っ
て
も
五
分
冊
に
及
ぶ
膨
大
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
判
決
の
理
由
は
そ

の
一
分
冊
に
過
ぎ
ず
比
較
的
簡
潔
で
あ
る
か
ら
、

本
判
決
を
め
ぐ
る
諸
々
の
問
題
点
を
理
解
す
る
に

は
、
判
決
理
由
の
み
な
ら
ず
当
事
者
双
方
の
主
張

を
対
照
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

｝
【
ノ
。

八
参
照
条
文
ｖ
一
に
つ
き
、
行
訴
法
九
条
、
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
二
三
条
１
．
二
四
条
Ｉ

４
一

二
に
つ
き
、
核
原
料
物
質
、
核

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
二
四
条

Ⅱ
、
原
子
力
委
員
会
設
置
法

一
四
条
の
二

三
、
四
に
つ
き
、
行
訴
法
三
○

条
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
二
四
条
１
４

一
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１
本
案
前
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・
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２
本
案
の
申
立
…
…
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：
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（
原
告
ら
の
請
求
の
原
因
）

第
一
章
本
件
許
可
処
分
と
原
告
ら
の
立
場
…
剖

第
二
章
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
違
法
性
．
：
鯏

一
は
じ
め
に
ｌ
原
子
力
発
電
所
設
置
許

可
処
分
手
続
の
概
略
・
…
…
…
：
：
…
…
…
・
鮒

二
基
本
法
二
条
違
反
・
…
・
・
・
・
：
…
…
：
…
：
．
Ⅲ

三
基
本
法
及
び
規
制
法
は
憲
法
違
反
．
．
：
：
弱

１
規
制
法
二
四
条
は
白
地
規
定
で
あ

》
参
（
再
一
●
凸
●
早
・
Ｇ
・
自
●
●
●
●
■
■
●
岳
。
、
●
。
●
■
■
●
●
●
ロ
。
●
。
■
●
●
●
■
Ｇ
■
■
●
●
●
●
【
壗
恥
一
韮

２
規
制
法
及
び
基
本
法
の
適
正
手
続

条
項
違
反
…
…
…
…
…
…
・
…
…
．
．
：
…
・
馳

四
本
件
許
可
処
分
手
続
の
規
制
法
等
違

反
・
…
…
・
・
・
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
：
。
…
・
弘

１
規
制
法
の
解
釈
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
原
子
力
発
電
所
の
設
置
許
可
手
続

の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
腿

２
本
件
許
可
処
分
は
法
的
手
続
を
履

践
し
て
い
な
い
…
．
：
．
…
…
…
・
；
・
…
・
…
別

３
本
件
審
査
手
続
の
概
要
と
個
別
的

琿
疵
．
．
：
…
…
．
．
…
…
…
．
：
。
…
・
…
…
・
…
開

４
手
続
上
の
個
別
的
理
疵
に
基
づ
く

目

１
１
１
１

次

本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
…
…
…
…
…
㈹

５
形
式
的
側
面
か
ら
見
た
適
正
手
続

保
障
義
務
違
反
：
：
・
ず
：
：
…
…
・
…
…
…
冊

五
手
続
的
実
質
審
理
上
の
違
法
Ｉ
安
全

評
価
過
程
に
お
け
る
適
正
手
続
保
障
義

務
違
反
…
・
・
・
・
…
…
・
…
…
：
．
…
…
．
．
…
・
・
…
冊

１
手
続
的
実
質
審
理
の
違
法
…
…
…
…
Ⅱ

２
本
件
安
全
審
査
の
手
続
的
実
質
審

理
上
の
違
法
を
示
す
事
実
…
…
…
。
：
・
・
・
敬

六
結
語
．
．
…
…
…
…
：
．
…
．
．
…
…
…
・
…
…
・
肌

第
三
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
一
）
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
Ⅲ

第
一
は
じ
め
に
ｌ
原
子
力
発
電
所
の
危
険

性
の
根
源
：
：
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
肛

一
核
分
裂
生
成
物
等
の
産
出
と
そ
の
毒

性
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
・
…
．
．
…
…
…
…
…
Ⅲ

１
核
分
裂
笙
成
物
等
の
産
出
と
そ
の

毒
性
の
特
質
・
…
：
…
…
…
：
．
…
・
…
…
・
》
Ⅲ

２
放
射
線
の
危
険
性
：
…
…
．
．
…
・
・
…
：
・
肥

３
許
容
被
ば
く
線
量
や
線
量
目
標
値

な
ど
の
生
物
学
的
医
学
的
危
険
性
…
。
：
腿

４
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
危
険
性
・
・
…
…
・
…
冊

二
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
・
・
・
…
…
…
…
冊

第
二
平
常
運
転
時
の
危
険
性
…
．
．
…
・
…
…
…
的

一
平
常
運
転
時
被
ば
く
評
価
値
の
危
険

性
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
・
・
・
…
…
的

二
平
常
時
の
放
射
性
気
体
廃
棄
物
に
関

す
る
審
査
の
違
法
性
・
・
…
・
…
…
…
・
…
．
．
…
冊

１
気
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
の
非
現
実

性
…
…
・
…
…
…
…
・
・
・
…
…
・
…
…
…
…
．
Ⅷ

２
放
射
性
ヨ
ー
素
に
よ
・
る
被
ば
く
評

価
の
欠
如
及
び
許
容
被
ば
く
線
量
達

一望一一一－
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反
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
・
…
…
…
…
側

３
そ
の
他
の
微
粒
子
状
放
射
性
物
質

の
被
ば
く
評
価
の
欠
如
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

４
気
体
廃
棄
物
処
理
設
備
の
無
審
査
…
側

三
平
常
時
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
無

審
査
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
側

１
液
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
の
非
現
実

性
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
側

２
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
実

測
値
は
、
本
件
被
ば
く
評
価
を
は
る

か
に
超
え
る
．
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
冊

３
外
部
被
ば
く
線
量
評
価
の
欠
如
…
…
冊

４
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評
価
の
欠

如
…
…
…
…
…
・
…
・
・
・
・
…
…
…
…
…
…
・
冊

５
ト
リ
チ
ウ
ム
の
影
響
の
無
視
…
…
…
冊

６
液
体
廃
棄
物
に
よ
る
被
ば
く
評
価

値
の
違
法
性
…
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
Ｗ

四
放
射
線
管
理
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
な

い
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
閥

１
環
境
放
射
線
監
視
設
備
の
不
備
…
…
Ⅳ

２
分
析
、
測
定
方
法
の
未
確
立
…
…
…
開

３
環
境
放
射
線
監
視
体
制
の
欺
臓
性
…
冊

五
原
子
力
発
電
所
内
で
の
作
業
者
被
ば
、

く
の
無
視
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
閥

１
作
業
者
被
ば
く
の
実
態
…
…
…
…
…
閥

２
作
業
者
被
ば
く
の
危
険
性
…
…
…
…
閥

３
結
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
朋

六
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
被
ば

く
の
実
態
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
冊

１
浜
岡
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け

る
ム
ラ
サ
キ
ツ
ユ
ク
サ
を
用
い
た
実

験
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ⅲ

２
線
量
目
標
値
を
大
幅
に
上
回
る
環

境
放
射
線
増
加
実
測
値
…
・
…
…
…
…
．
．
Ⅲ

３
環
境
放
射
線
実
測
値
と
実
際
の
被

ば
く
線
量
と
の
大
き
な
隔
た
り
・
…
・
…
・
肌

４
人
体
へ
の
影
響
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
肌

七
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
に
つ
い
て
の
無

審
査
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
腿

１
固
体
廃
棄
物
の
危
険
性
…
…
・
…
・
…
・
肌

２
固
体
廃
棄
物
の
最
終
処
分
の
方
法

は
本
件
許
可
処
分
の
審
査
対
象
で
あ

》
坐
（
画
一
０
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
。
●
●
Ｇ
Ｄ
Ｃ
白
■
●
●
■
■
■
●
●
●
●
●
舎
●
●
●
●
●
●
●
の
●
●
砺
酎
“
四

３
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

不
可
欠
性
・
…
…
・
・
…
…
…
．
．
…
…
…
…
・
脇

４
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
に

つ
い
て
の
審
査
の
欠
如
に
よ
る
本
件

許
可
処
分
の
違
法
性
の
明
白
性
…
…
…
開

５
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

方
法
の
不
存
在
と
規
制
法
二
四
条
違

反
…
．
、
．
．
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
開

６
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
な
い
し

敷
地
内
へ
の
「
貯
蔵
」
「
保
管
」
の

無
審
査
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
開

八
使
用
済
燃
料
及
び
そ
の
再
処
理
（
核

燃
料
サ
イ
ク
ル
）
の
無
審
査
・
…
・
…
…
・
別

１
使
用
済
燃
料
・
再
処
理
・
核
燃
料

サ
イ
ク
ル
・
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
別

２
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
の
審
査
…
…
開

３
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
確
立
の
不
可

欠
性
と
そ
の
現
状
ｌ
再
処
理
の
危
険

性
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
開

４
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
危
険
性
…
朋

５
再
処
理
に
よ
り
排
出
さ
れ
る
廃
棄

物
の
貯
蔵
の
不
可
能
性
…
…
…
…
…
…
〃

６
規
制
法
二
四
条
一
項
二
号
、
四
号

違
反
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
肌

７
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
設
備
及
び
貯

蔵
能
力
の
無
審
査
…
…
…
…
…
…
…
…
朋

九
廃
止
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
の
施
設

に
つ
い
て
の
無
審
査
・
…
・
…
…
…
…
…
・
…
別

第
三
温
排
水
に
つ
い
て
の
審
査
欠
如
…
…
…
開

第
四
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
二
）
ｌ
本
件
原
子
炉
の
構
造

の
欠
陥
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
塊

第
一
は
じ
め
に
Ｉ
本
件
原
子
炉
の
構
造
の

概
略
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
兜

第
二
伊
方
原
子
力
発
電
所
に
使
用
さ
れ
る

燃
料
の
危
険
性
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
開

一
炉
心
の
構
造
と
役
割
…
…
…
…
…
…
…
開

二
平
常
運
転
時
の
危
険
．
…
…
…
…
…
．
．
…
開

１
安
全
設
計
審
査
基
準
・
…
…
…
…
．
．
…
開

２
本
件
炉
心
核
設
計
の
不
確
か
さ
に

由
来
す
る
危
険
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
肌

３
本
件
炉
心
熱
設
計
の
不
確
か
さ
に

由
来
す
る
危
険
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
・
腿

４
続
発
し
て
い
る
燃
料
棒
事
故
の
危

険
性
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
開

三
事
故
時
に
お
け
る
危
険
・
…
…
…
…
…
・
・
朋

１
安
全
審
査
の
対
象
・
…
…
…
…
…
．
．
…
明

２
一
次
冷
却
材
配
管
の
破
断
事
故
…
…
鮒

３
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の
燃
料
挙
動
…
…
…
…
川

４
結
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
叩

第
三
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
…
・
…
・
…
…
…
・
伽

一
蒸
気
発
生
器
の
機
能
と
構
造
…
…
…
…
叩

二
問
題
の
所
在
ｌ
蒸
気
発
生
器
細
管
事

故
の
重
大
性
と
現
実
性
・
…
…
…
…
…
…
．
．
Ⅷ

１
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
の
重
大
性
…
Ⅷ

２
多
発
す
る
細
管
事
故
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

三
ず
さ
ん
な
安
全
審
査
…
…
・
…
・
…
…
…
・
伽

１
審
査
の
経
緯
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
畑

２
審
査
基
準
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
畑

３
蒸
気
発
生
器
細
管
の
非
健
全
性
…
…
、

４
妥
当
性
を
欠
い
た
「
設
計
上
の
配

慮
」
…
．
．
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
．
．
…
皿

四
妥
当
性
を
欠
い
た
「
賦
験
お
よ
び
検

査
」
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
皿

五
審
査
の
ず
さ
ん
と
欠
如
…
…
．
．
…
…
…
・
畑

六
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
に
よ
る
災
害

の
評
価
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
畑

第
四
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却
系

配
管
の
危
険
性
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
蝿

一
安
全
設
計
審
査
基
準
に
つ
い
て
…
…
…
畑

二
圧
力
容
器
の
中
性
子
照
射
に
よ
る
脆

化
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
蝿

三
応
力
腐
食
割
れ
と
疲
労
き
裂
…
…
…
…
皿

四
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｅ
の
規
格
及
び
我
が
国
の
技

術
基
準
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
噸

五
結
瞼
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
噸

第
五
緊
急
炉
心
冷
却
装
置
（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）

ｌ
安
全
装
置
は
働
か
な
い
…
・
…
…
・
…
・
…
噸

一
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
ま
っ
た
く

無
効
な
一
次
冷
却
材
喪
失
事
故
（
Ｌ
Ｏ

．
Ｃ
Ａ
）
ず
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
蝿１

二
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
性
能
は
実

証
さ
れ
て
い
な
い
．
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
Ⅳ

三
本
件
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
審
査
基
準
狸
…
…
・
…
…
．
Ⅳ

１
安
全
設
計
審
査
指
針
…
…
・
心
．
…
…
・
…
、

２
三
項
目
基
準
…
…
…
…
・
…
…
…
…
．
．
、

３
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
審
査
基
準

の
不
当
性
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
畑
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四
安
全
設
計
審
査
指
針
違
反
…
…
…
…
・
・
・
腿

五
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
基
準
不
適

合
性
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
加

１
基
準
項
目
①
違
反
…
…
…
…
…
…
…
畑

２
基
準
項
目
②
違
反
…
…
…
…
…
…
…
畑

３
基
準
項
目
③
違
反
・
…
・
…
：
…
…
・
…
・
捌

第
五
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
三
）
ｌ
立
地
選
定
の
誤
り
…
…
Ⅷ

第
一
立
地
条
件
の
重
要
性
及
び
原
子
炉
立

地
審
査
指
針
．
．
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
捌

一
天
災
で
大
事
故
は
起
り
得
る
…
・
・
・
…
…
別１

二
立
地
条
件
に
お
け
る
基
準
…
…
・
…
…
・
・
皿

第
二
立
地
選
定
の
誤
り
と
安
全
設
計
の
誤

・
碗
即
功
一
■
■
。
。
●
●
●
●
■
■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
ｐ
●
●
。
●
●
●
●
ｇ
Ｇ
Ｄ
●
●
●
ゆ
●
●
●
●
●
●
●
印
●
●
●
砺
唖
“
聖’

一
本
件
審
査
に
お
け
る
原
則
的
立
地
条

件
違
反
…
・
…
…
・
…
・
…
…
．
．
．
…
…
…
…
…
皿

１
中
央
構
造
線
の
存
在
と
無
審
査
…
…
蝿

２
敷
地
付
近
が
特
定
観
測
地
域
に
指

定
さ
れ
て
い
る
事
実
の
無
視
…
…
…
…
鯛

３
過
去
に
お
け
る
地
涯
歴
評
価
は
誤

っ
て
い
る
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
閲１

４
俊
源
の
深
さ
の
推
定
の
誤
り
…
…
…
２５１

５
敷
地
内
断
層
の
活
動
性
評
価
の
誤

一
恥
部
叩
〆
●
■
●
●
●
●
●
●
●
舎
●
●
。
●
●
●
●
●
●
■
■
●
●
。
●
●
●
●
●
●
●
、
■
。
。
●
句
●
●
●
●
●
一
韮
唖
ｗｌ

６
地
す
べ
り
の
多
発
地
帯
で
あ
る
こ

と
の
無
視
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
關

二
安
全
設
計
審
査
指
針
違
反
（
そ
の
一
）
…
伽

１
地
饅
入
力
の
過
小
評
価
…
…
…
…
…
伽

２
敷
地
地
盤
の
性
状
に
関
す
る
過
大

評
価
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
伽

三
安
全
設
計
審
査
指
針
違
反
（
そ
の
二
）
…
皿

第
三
社
会
的
条
件
の
不
適
合
性
等
…
…
…
…
蠅

一
原
子
力
発
電
所
用
淡
水
…
…
…
…
…
…
醜》

二
社
会
的
条
件
の
無
視
…
…
．
．
…
・
…
…
…
蠅

三
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
設
置
さ
れ
る
原
子

力
発
電
所
の
危
険
性
…
…
…
…
…
…
…
…
鯉

第
四
本
件
原
子
炉
事
故
に
よ
る
災
害
の
過

小
評
価
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
捌

一
災
害
評
価
の
基
準
…
…
…
…
…
…
…
…
鯛

二
災
害
評
価
に
対
す
る
被
告
の
基
本
的

考
え
方
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
酬

三
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
事
故
想
定

及
び
災
害
評
価
の
基
本
的
な
誤
り
…
…
…
３４１

１
「
重
大
事
故
」
及
び
「
仮
想
事
故
」

の
窓
意
的
な
選
定
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
蝿

２
事
故
経
過
の
窓
意
的
な
想
定
…
…
…
剛

四
本
件
災
害
評
価
の
具
体
的
誤
り
…
…
…
３８１

１
本
件
災
害
評
価
で
想
定
さ
れ
て
い

る
事
故
経
過
は
窓
意
的
か
つ
非
科
学

的
で
あ
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
羽１

２
本
件
災
害
評
価
で
用
い
ら
れ
て
い

る
様
々
な
仮
定
は
窓
意
的
で
根
拠
が

な
い
．
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
・
…
伽

３
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
推
定
災

害
の
不
当
性
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
．
．
…
岨

五
予
想
し
得
る
災
害
の
評
価
…
…
…
…
…
蝿

１
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
事
故
想

定
の
誤
っ
た
前
提
・
．
…
…
…
・
…
…
…
…
Ｗ

↑
２
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
「
予
想

最
大
地
麓
動
」
の
不
当
性
…
…
…
…
…
噸

３
想
定
す
べ
き
事
故
と
災
害
の
評
価
…
即

六
結
論
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
噸

第
六
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
四
）
…
…
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
剛

第
一
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
の
欠
如
…
…
鰯

第
二
本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
…
．
．
…
…
・
…
湖

一
許
容
被
ば
く
線
量
と
め
や
す
線
量
の

危
険
性
と
違
法
性
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
獅

二
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
違
反
…
…
…
剛

１
本
件
許
可
処
分
は
違
法
な
基
準
に

よ
っ
て
安
全
審
査
が
な
さ
れ
た
違
法

８

が
あ
る
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
鯛

２
本
件
許
可
処
分
は
、
安
全
設
計
審

査
指
針
、
立
地
審
査
指
針
及
び
告
示

・
に
も
違
反
し
て
違
法
…
…
…
…
…
…
…
棚

３
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
二
四
条

２

－
項
四
号
に
違
反
す
る
…
…
…
…
…
…
脇

４
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
二
四
条

一
項
一
号
な
い
し
三
号
に
も
違
反
…
…
皿

三
基
本
法
及
び
規
制
法
は
憲
法
違
反
で

あ
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
脳

第
三
原
子
力
発
電
は
必
要
で
な
い
…
…
…
…
剛

一
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
」
論
の
欺
礒
性
…
蠅

二
日
本
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
と

９

そ
の
対
応
策
の
誤
り
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
船

第
四
結
論
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
畑

（
被
告
の
答
弁
及
び
主
張
）

第
一
章
本
件
許
可
処
分
と
原
告
適
格
の
問

題
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
剛

⑩
一
本
件
許
可
処
分
と
原
告
ら
の
関
係
に

つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

二
原
告
適
格
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

１
，
は
じ
め
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
雌

２
本
件
訴
訟
の
特
質
と
問
題
点
ｌ
原

告
ら
の
訴
の
利
益
に
つ
い
て
…
…
…
…
畑

３
原
告
適
格
を
基
礎
付
け
る
事
実
の

具
体
性
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
蠅

三
本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
に
つ
い

霞
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l
b

J

I
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I
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j

＜

↓
4

f

や

?
D寺

|：
$ぜ

I;
卜
』'

と

！
『;

l‘

卜､

＋
F

l

I
r

I
I

II
l’

1

'1

て
…
・
…
・
・
・
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
畑

１
，
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
法
律
上

の
位
置
づ
け
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
加

２
本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
…
…
…
肌

３
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
公
定
力
…
皿

４
原
告
適
格
を
裏
付
け
る
事
実
の
立

証
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
脱

第
二
章
本
件
許
可
処
分
手
続
の
適
法
性
…
…
鰯

一
は
じ
め
に
Ｉ
原
子
力
発
電
所
設
置
許

可
処
分
手
続
の
概
略
に
つ
い
て
…
…
…
…
蠅

二
基
本
法
二
条
に
つ
い
て
…
…
…
…
．
．
…
・
蠅

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
合
憲
性
…
…
…
Ⅷ

１
規
制
法
二
四
条
の
白
地
規
定
性
に

つ
い
て
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
Ⅷ

２
原
子
炉
等
規
制
法
及
び
原
子
力
基

本
法
と
適
正
手
続
条
項
に
つ
い
て
…
…
血

四
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
適
法
性
…
…
皿

１
は
じ
め
に
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
血

２
行
政
手
続
の
法
的
規
制
…
…
…
…
…
皿

３
本
件
審
査
手
続
の
概
要
と
そ
の

個
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
鯛

４
手
続
上
の
個
別
的
理
疵
に
基
づ
く

本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て
…
棚

５
形
式
的
側
面
か
ら
見
た
適
正
手
続

保
障
義
務
違
反
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
．
．
Ｍ

五
手
続
的
実
質
審
理
の
適
法
性
…
…
…
…
獅

六
結
語
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
柳

七
本
件
許
可
処
分
の
裁
量
処
分
性
…
…
…
川

第
三
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

（
そ
の
一
）
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
伽

第
一
は
じ
め
に
Ｉ
原
子
力
発
電
所
の
危
険

性
の
根
源
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
剛

一
核
分
裂
生
成
物
等
の
産
出
と
そ
の
毒
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性
に
つ
い
て
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
血
い
て
・
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〃
４
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
危
険
性

０

１

１
核
分
裂
生
成
物
等
の
産
出
と
そ
の
５
幽
卜
リ
チ
ウ
ム
の
影
響
に
つ
い
て
…
・
・
伽
の
問
題
に
つ
い
て
．
…
…
…
・
…
…
…
・
…
〃

毒
性
の
特
質
に
つ
い
て
…
…
…
・
…
・
…
伽
６
液
体
廃
棄
物
に
よ
る
被
ば
く
評
価
５
再
処
理
に
よ
り
排
出
さ
れ
・
る
廃
棄

１

物
の
貯
蔵
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
．
．
…
…
〃

２
放
射
線
の
危
険
性
に
つ
い
て
．
．
…
…
血
値
の
適
法
性
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
加

３
許
容
被
ば
く
線
量
と
線
量
目
標
値
五
放
射
線
管
理
シ
ス
テ
ム
…
．
．
…
…
…
・
…
皿
６
規
制
法
二
四
条
一
項
一
喜
、
四
号

０

７

に
つ
い
て
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
血
１
環
境
放
射
線
監
視
設
備
に
つ
い
て
・
・
血
違
反
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
胆

４
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
危
険
性
に
つ
い
２
分
析
、
測
定
方
法
に
つ
い
て
…
．
．
…
血
７
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
設
備
及
び
貯

８

蔵
能
力
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
〃

て
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
別
３
環
境
放
射
線
監
視
体
制
・
…
…
…
・
…
血

６

二
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
…
…
…
・
…
・
小
六
原
子
力
発
電
所
内
で
の
作
業
者
被
ば
十
廃
止
さ
れ
た
原
子
力
発
甑
所
の
施
設

８

第
二
平
常
運
転
時
の
安
全
性
．
．
…
…
…
・
酢
…
・
加
く
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
．
ｍ
“
の
措
置
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
〃

２

８

－
．
本
件
原
子
力
発
電
所
の
平
常
運
転
時
七
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
被
ば
第
三
温
排
水
の
審
査
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
脇

に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
管
理
に
く
の
実
態
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
・
…
…
…
血
第
四
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

、
お
け
る
安
全
性
の
確
保
…
…
…
：
…
…
…
血
八
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
に
つ
い
て
。
…
・
…
血
（
そ
の
二
）
ｌ
本
件
原
子
炉
の
構
造

０

二
平
常
運
転
時
被
ば
く
評
価
値
の
安
全
１
固
体
廃
棄
物
の
危
険
性
に
つ
い
て
：
血
の
安
全
性
…
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
閲

性
．
…
：
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
血
２
固
体
廃
棄
物
の
最
終
処
分
方
法
の
第
一
は
じ
め
に
ｌ
本
件
原
子
炉
の
構
造
の

４

０

三
平
常
時
の
放
射
性
気
体
廃
棄
物
に
関
ゞ
審
査
対
象
性
に
つ
い
て
…
…
…
・
…
…
．
．
〃
概
略
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
閲

。
０

第
二
燃
料
棒
と
炉
心
の
構
造
の
安
全
性
…
…
脳

す
る
審
査
の
適
法
性
…
…
…
…
…
…
…
…
臆
一
３
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

２

１
．
気
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、
２
－
本
件
原
子
炉
に
使
用
さ
れ
る
燃
料
の

４

不
可
欠
性
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
・
…
…
…
２

０

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
に
つ
い
て
・
・
恋
４
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の
健
全
性
…
…
…
…
・
…
…
・
…
．
．
…
…
…
・
・
…
閲２

２
放
射
性
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評
審
査
の
欠
如
に
よ
る
違
法
性
に
つ
い
二
炉
心
の
構
造
と
役
割
…
・
…
…
・
…
…
・
…
別

て
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
狸
三
平
常
運
転
時
の
安
全
性
…
．
．
…
…
・
…
…
酬

価
に
つ
い
て
．
．
．
．
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
狐

３
そ
の
他
の
微
粒
子
状
放
射
性
物
質
５
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の
１
安
全
設
計
審
査
基
準
…
…
・
…
…
…
・
・
酬３

の
被
ば
く
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
狐

方
法
の
不
在
と
規
制
法
二
四
条
・
…
…
・
・
狐
２
炉
心
核
設
計
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
閲４

４
気
体
廃
棄
物
処
理
設
備
の
審
査
に
６
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
な
い
し
・
３
炉
心
熱
設
計
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
閲４

つ
い
て
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
加

敷
地
内
へ
の
貯
蔵
保
管
の
審
査
に
つ
４
燃
料
棒
事
故
且
．
…
…
…
…
・
・
…
…
…
羽

四
平
常
運
転
時
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物
い
て
．
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
・
…
…
血
四
事
故
時
に
お
け
る
炉
心
．
．
…
…
…
・
・
…
・
和

の
審
査
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
水
九
使
用
済
燃
料
及
び
そ
の
再
処
理
に
つ
１
安
全
審
査
の
対
象
…
．
．
…
…
…
…
…
和

１
液
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、
い
て
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
〃
２
一
次
冷
却
材
配
管
の
破
断
事
故
に

５

９

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
に
つ
い
て
・
・
血
１
使
用
済
燃
料
、
再
処
理
、
核
燃
料
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
別

２
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
被
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
…
・
…
…
．
．
…
…
…
〃
３
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の
燃
料
挙
動
に
つ
い

５

９

ば
く
の
実
測
値
に
つ
い
て
…
…
…
・
…
・
血
２
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
の
審
査
に
て
…
…
・
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
期

５

２

３
外
部
被
ば
く
線
量
評
価
に
つ
い
て
…
剛
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
鰯
４
結
論
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
別

４
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評
価
に
つ
３
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
つ
い
て
…
班
第
三
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
に
つ
い

■
■
■
■
日
日
８
Ⅱ
Ｄ
Ｂ
■
＆
ｄ
ｑ
Ｄ
ｂ
■
１
９
■
■
■
？
■
■

２

て
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
別

一
本
件
原
子
炉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
に
対
す
る

２

配
慮
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
恥

二
蒸
気
発
生
器
の
機
能
に
つ
い
て
．
…
…
・
亦

三
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
の
重
大
性
と

現
実
性
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
郡

１
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
の
重
大
性

５

に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
・
…
・
・
・
…
・
…
…
肌

２
細
管
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
…
…
…
蛎

四
蒸
気
発
生
器
細
管
の
安
全
審
査
に
っ

７

い
て
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
・
・
別

１
審
査
の
経
緯
…
：
…
：
：
…
…
…
…
：
・
卿

２
審
査
基
準
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
・
・
…
洲

３
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
…
…
…
洲

４
設
計
上
の
配
慮
に
つ
い
て
…
…
…
…
”

五
試
験
及
び
検
査
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
・
…
郡８

六
審
査
の
適
正
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
別

七
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
に
よ
る
災
害

の
評
価
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
郡

第
四
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却
系

配
管
の
健
全
性
…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
郡

一
本
件
原
子
炉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却
系
配

管
の
健
全
性
・
…
．
．
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
郡

二
安
全
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
．
…
…
・
血

三
圧
力
容
器
等
の
中
性
子
照
射
に
よ
る

０

脆
化
に
つ
い
て
…
…
・
・
…
・
…
…
…
…
…
…
閲

四
応
力
腐
食
割
れ
及
び
疲
労
き
裂
・
…
…
・
蜘

五
圧
力
容
器
に
関
す
る
規
格
に
つ
い
て
…
郷３

六
結
論
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
…
・
鯛

第
五
本
件
原
子
炉
に
お
け
る
安
全
防
護
設

３

備
・
…
…
…
・
・
℃
…
…
・
…
．
．
…
…
・
…
…
…
…
・
閲
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一
安
全
性
確
保
に
対
す
る
配
慮
と
事
故

対
策
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
畑

１
は
じ
め
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
畑

２
異
常
状
態
の
発
生
防
止
…
…
…
…
…
醜

３
異
常
状
態
の
拡
大
防
止
…
…
…
…
…
螺

、
４
四
つ
の
安
全
防
護
設
備
…
…
・
…
・
…
・
減

二
一
次
冷
却
材
喪
失
事
故
（
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）

に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
卿

三
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
性
能
の
実
証

性
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
獅

四
本
件
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
審
査
基
準
に
つ
い
て
…
剛

五
安
全
設
計
審
査
指
針
適
合
性
…
…
…
…
加

六
本
件
原
子
炉
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
評

価
に
つ
い
て
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
城

１
基
準
項
目
①
適
合
性
…
・
・
…
．
…
…
…
・
”

２
基
準
項
目
②
適
合
性
…
…
…
…
…
…
”

３
基
準
項
目
③
適
合
性
…
…
…
…
…
…
猟

第
五
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

（
そ
の
三
）
ｌ
立
地
の
適
合
性
：
…
・
…
猟

第
一
立
地
条
件
の
重
要
性
及
び
原
子
炉
立

地
審
査
指
針
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
姉

一
立
地
条
件
の
重
要
性
に
つ
い
て
…
…
…
瓶

二
立
地
条
件
に
お
け
る
基
準
に
つ
い
て
…
師

第
二
立
地
の
適
合
性
と
耐
渡
設
計
…
…
…
…
聯

一
自
然
的
立
地
条
件
の
適
合
性
の
確
認
…
猟

二
地
盤
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
恥６

三
地
麓
及
び
耐
震
設
計
…
…
…
…
…
…
…
畑

四
本
件
審
査
に
お
け
る
立
地
評
価
…
…
…
″２

１
中
央
構
造
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〃２

２
敷
地
付
近
が
特
定
観
測
地
域
に
指

定
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
…
…
…
…
〃３

．
３
過
去
に
お
け
る
地
震
歴
に
つ
い
て
…
剛

４
麓
源
の
深
さ
の
推
定
に
つ
い
て
…
…
班

’

５
敷
地
内
断
層
の
活
動
性
に
つ
い
て
…
腋

６
地
す
べ
り
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
〃６

五
安
全
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
（
そ

の
一
）
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
洲

１
地
震
入
力
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
師

２
敷
地
地
盛
の
性
状
に
つ
い
て
…
…
…
７

六
安
全
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
（
そ

の
二
）
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
剛

第
三
社
会
的
条
件
の
適
合
性
…
…
…
…
…
…
測

一
原
子
力
発
電
所
用
淡
水
に
つ
い
て
…
…
刑

二
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
加

三
本
件
原
子
力
発
電
所
が
瀬
戸
内
海
沿

岸
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
…
…
…
畑

第
四
想
定
事
故
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
畑

一
災
害
評
価
の
基
準
に
つ
い
て
…
…
…
…
８

二
》
災
害
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
…
…
…
畑

三
万
一
の
事
故
に
備
え
て
の
立
地
条
件
…
醜

１
は
じ
め
に
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
・
卿

２
重
大
事
故
を
想
定
し
た
災
害
評
価
…
醜

３
仮
想
事
故
を
想
定
し
た
災
害
評
価
…
班

四
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
事
故
想
定

及
び
災
害
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
瓶

１
事
故
の
選
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
脳

２
事
故
経
過
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
洲

五
本
件
災
害
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
剛

１
事
故
経
過
の
想
定
に
つ
い
て
…
…
…
畑

２
本
件
災
害
評
価
で
用
い
ら
れ
て
い

る
仮
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・
剛

３
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
推
定
災

害
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
測

六
災
害
の
予
想
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
測

七
結
論
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
・
獅

第
六
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

（
そ
の
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
湖

第
一
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
…
…
…
…
…
畑

第
二
本
件
許
可
処
分
の
適
法
性
…
…
…
…
…
酬

一
許
容
被
ば
く
線
量
と
め
や
す
線
量
に

３

つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
別

二
本
件
許
可
処
分
の
規
制
法
適
合
性
…
…
剛

１
本
件
許
可
処
分
に
お
け
る
基
準
に

つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
剛

２
本
件
許
可
処
分
と
安
全
設
計
審
査

指
針
等
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
甥
…
・
…
・
狐

３
本
件
許
可
処
分
と
規
制
法
二
四
条

一
項
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
剛

４
本
件
許
可
処
分
と
規
制
法
二
四
条

一
項
一
号
な
い
し
三
号
…
…
…
…
…
…
班

５
「
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
違
反
」

と
の
原
告
ら
の
主
張
の
不
当
性
・
…
…
・
・
猟

６
本
件
許
可
処
分
の
規
制
法
適
合
性
…
螂

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
合
憲
性
…
…
…
洲

第
三
原
子
力
発
電
の
必
要
性
…
…
…
…
・
・
・
…
獅

一
世
界
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を

め
ぐ
る
状
況
…
…
…
…
・
…
…
…
．
．
…
…
…
測

二
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
の
努
力
に
関
す
る

世
界
の
す
う
勢
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
伽

三
日
本
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
と

そ
の
対
応
・
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

四
電
力
の
必
要
と
安
定
供
給
の
確
保
…
…
弧

第
四
結
語
…
…
饗
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
・
柵

（
被
告
の
主
張
に
対
す
る
原
告
ら
の
答
弁
及

び
反
論
）

第
一
原
告
適
格
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
狐

一
訴
の
利
益
の
存
在
…
…
…
…
…
…
…
…
柵

二
本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
に
つ
い

て
…
・
・
・
…
…
…
・
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
狐ｒ

‐
０
１

第
二
本
件
許
可
処
分
手
続
の
違
法
性
に
つ

。
６

い
て
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
ｎ
叩
．３６

－
安
全
審
査
の
対
象
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
０３

二
原
子
力
基
本
法
二
条
違
反
に
づ
い
て
…
那
・

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
違
憲
性
に
つ

１

い
て
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
０３

四
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
違
法
性
に

８

つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
０
．３

五
手
続
的
実
質
審
理
の
違
法
性
に
つ
い

９

て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
・
０３

六
本
件
許
可
処
分
の
非
裁
量
処
分
性
に

９

つ
い
て
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
０３

第
三
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
の
根
源
に

１

つ
い
て
…
…
…
．
．
…
・
…
．
．
…
．
．
…
…
…
・
…
・
１
．３

－
核
分
裂
生
成
物
の
産
出
と
そ
の
毒
性

ｌ

に
つ
い
て
…
・
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
１３

二
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
蛾

第
四
平
常
運
転
時
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
…
畑

一
平
常
運
転
時
に
お
け
る
放
射
性
廃
棄

３

物
に
よ
る
被
ば
く
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
１３

二
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
つ
い
て
…
…
油７

三
温
排
水
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
…
…
…
…
ｉ３

第
五
本
件
原
子
炉
の
構
造
の
欠
陥
に
つ
い

８

て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１３

－
燃
料
棒
と
炉
心
の
構
造
の
危
険
性
…
…
那

二
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
に
つ
い
て
…
…
猟

三
本
件
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷

７

却
系
配
管
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
…
…
…
…
・
２３

四
本
件
原
子
炉
に
お
け
る
安
全
防
謹
施

０

設
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３３５

第
六
立
地
に
つ
い
て
他
．
…
…
…
…
…
・
…
…
・
３３

－
立
地
選
定
の
誤
り
と
耐
震
設
計
に
つ

５

い
て
…
…
…
…
・
…
・
・
・
…
…
…
…
…
・
…
…
ｉ
、３

ｆ
Ｊ
ウ
＃

Ⅱ
ｎ
ｒ
。
Ｉ
咀
珊
叱
．
ｒ
■
凸
ｒ
，
俄
句
、
』

や
１

;:
一一二一



－

891号判例時報
47

二
万
一
の
事
故
に
備
え
て
の
立
地
条
件
け
る
個
別
的
理
疵
に
つ
い
て
…
…
…
…
純

に
つ
い
て
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
和
五
手
続
的
実
質
審
理
上
の
違
法
ｌ
安
全

三
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
に
つ
い
て
…
洲
評
価
過
程
に
お
け
る
適
正
手
続
保
障
義

第
七
必
ず
起
こ
る
破
滅
的
な
大
事
故
…
・
…
・
和
務
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
…
…
狗

一
は
じ
め
に
…
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
測
六
本
件
許
可
処
分
が
裁
量
行
為
で
あ
る

二
本
件
原
子
炉
が
そ
の
事
故
に
よ
っ
て
、
旨
の
主
張
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
郷

周
辺
住
民
に
災
害
を
与
え
る
こ
と
は
な
第
三
平
常
時
被
ば
く
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
細

い
と
の
被
告
の
主
張
の
誤
り
と
不
当
性
…
郷
一
許
容
被
ば
く
線
量
の
危
険
性
の
主
張

８

第
八
本
件
訴
訟
に
お
い
て
「
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
茄

所
の
必
要
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
二
本
件
原
子
炉
の
平
常
運
転
時
に
お
け

２

さ
れ
な
い
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
別
る
放
射
性
物
質
管
理
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
鮒

８

第
九
結
語
…
…
…
…
・
…
…
・
・
・
…
…
…
・
…
…
乳
１
平
常
運
転
時
に
お
け
る
被
ば
く
評

９

２

価
値
と
そ
の
危
険
性
に
つ
い
て
．
…
…
の
．
鮒

（
原
告
ら
の
反
論
に
対
す
る
被
告
の
答
弁
）

２
気
体
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、
被
ば

（
証
拠
）
《
略
》
く
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
．
…
血

理
由
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
抑
》
３
液
体
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、
被
ば

第
一
本
件
許
可
処
分
の
存
在
及
び
原
告
適
く
評
価
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
…
…
疵

９

格
に
つ
い
て
…
・
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
・
…
・
狐
４
固
体
廃
棄
物
の
貯
蔵
、
保
管
等
に

一
本
件
許
可
処
分
の
存
在
及
び
本
件
許
つ
い
て
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
細

可
処
分
と
原
告
ら
と
の
関
係
．
．
…
…
…
…
・
糊
５
放
射
線
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
…
細

二
原
告
適
格
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
州
６
原
子
力
発
電
所
内
の
作
業
者
被
ば

第
二
本
件
許
可
処
分
に
お
け
る
手
続
の
達
く
の
問
題
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
…
…
…
・
剛

法
性
の
主
張
に
つ
い
て
…
・
・
…
…
…
…
・
…
狐
三
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
つ
い
て
…
…
Ⅷ

一
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
手
続
の
概
略
…
狐
四
原
子
炉
の
使
用
を
廃
止
し
た
後
の
措

二
基
本
法
二
条
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
…
狐
置
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
沌

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
憲
法
違
反
の
五
温
排
水
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
Ⅷ

主
張
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
狐
第
四
事
故
防
止
対
策
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
狐

四
本
件
許
可
処
分
が
規
制
法
に
違
反
す
一
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
の
危
険
性
と

・
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
…
…
．
．
…
…
…
…
・
籾
そ
の
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
・
狐

１
原
子
炉
設
置
許
可
手
続
の
特
殊
性
１
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
の
危
険
性
…
弧

か
ら
一
定
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
旨
２
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
発
生
の
可

・
の
主
張
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
郷
能
性
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
剛

２
本
件
原
子
炉
段
瞳
許
可
手
続
に
お
３
原
子
炉
の
安
全
確
保
の
技
術
に
っ

２

い
て
・
…
…
・
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・
…
…
・
珊

二
本
件
原
子
炉
の
安
全
性
確
保
に
対
す

３

る
配
慮
に
つ
い
て
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
郡

１
本
件
原
子
炉
の
安
全
性
確
保
に
対

３

す
る
配
慮
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
別

２
燃
料
及
び
炉
心
の
健
全
性
に
つ
い

６

て
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
剛

３
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
に
つ

Ｏ

い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
‐
…
・
冊

４
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却

３

系
配
管
の
健
全
性
に
つ
い
て
．
．
…
…
・
…
冊

・
三
本
件
原
子
炉
の
立
地
選
定
及
び
耐
震
、

５

設
計
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
冊

１
原
子
炉
の
設
置
と
自
然
的
立
地
条

５

件
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
冊５

２
地
盤
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
…
…
…
・
…
冊９

３
地
震
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
冊０

４
耐
震
設
計
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
・
鮒４

四
社
会
的
立
地
条
件
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
・
別

１
発
電
所
用
淡
水
の
取
水
に
つ
い
て
…
狐

２
社
会
的
条
件
の
不
備
に
つ
い
て
・
眺
…
・
郷

３
本
件
原
子
力
発
電
所
が
瀬
戸
内
海

沿
岸
に
設
置
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
…
…
郷

五
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
に
つ
い
て
…
狐５

第
五
事
故
対
策
…
…
…
．
．
…
…
・
…
…
…
…
…
冊

一
工
学
的
安
全
防
謹
設
備
に
つ
い
て
…
…
猟

Ｌ
事
故
対
策
と
工
学
的
安
全
防
謹
設

５

備
の
健
全
性
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
・
・
弱６

２
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
に
つ
い
て
…
…
・
…
・
…
・
…
冊

二
万
一
の
事
故
に
備
え
て
の
立
地
条
件
…
畑

１
災
害
評
価
に
基
づ
く
立
地
条
件
に

１

．
つ
い
て
…
…
…
．
．
…
…
…
、
…
…
…
…
…
側４

２
推
定
事
故
に
つ
い
て
…
・
…
…
・
…
…
・
棚

第
六
本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
の
問
題
に

５

つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
曇
０４

１
手
続
上
の
違
法
性
の
問
題
に
つ
い

５

て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
《
０４

２
本
件
許
可
処
分
の
内
容
上
の
違
法

５

性
の
問
題
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
．
ｉ
、４５

第
七
結
語
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…
０４

〔
別
紙
〕

別
紙
一
‐
当
事
者
の
表
示
…
…
．
．
…
…
・
…
…
船６

〃
２
原
告
居
住
地
表
示
地
図
…
…
…
…
伽

″
三
サ
ン
オ
ノ
フ
レ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ

ト
ヤ
ン
キ
ー
各
発
電
所
の
液
体

廃
棄
物
放
出
量
…
…
・
…
…
…
・
…
・
伽

〃
四
第
八
六
部
会
委
員
名
等
…
・
・
…
…
・
伽

〃
五
第
八
六
部
会
の
審
査
会
へ
の
報

告
及
び
協
議
の
日
程
、
内
容
…
…
伽

〃
六
の
１
第
八
六
部
会
の
調
査
審
議
の

日
程
及
び
内
容
…
…
…
…
・
…
…
・
・
伽

〃
六
の
２
第
八
六
部
会
の
現
地
調
査
の

日
程
及
び
内
容
・
・
・
…
…
…
…
…
…
伽

〃
七
第
八
六
部
会
の
各
委
員
の
加
圧

水
型
原
子
炉
の
審
査
経
験
…
…
…
柵

〃
８
放
射
性
物
質
を
閉
じ
込
め
る
た

め
の
障
壁
・
・
…
…
…
・
・
…
…
…
．
．
…
畑

〃
９
放
射
性
物
質
の
発
生
・
検
知
・

処
理
の
説
明
図
…
…
・
…
…
…
．
．
…
棚

〃
加
加
圧
水
型
原
子
炉
の
構
造
・
・
…
…
・
畑

〃
ｕ
燃
料
構
造
説
明
図
…
…
・
…
…
…
・
・
似

〃
哩
蒸
気
発
生
器
構
造
説
明
図
…
…
…
畑

〃
週
原
子
力
発
電
所
施
設
と
Ｌ
Ｏ
Ｆ

Ｔ
実
験
装
置
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
畑

〃
狸
工
学
的
安
全
施
設
系
統
説
明
図
…
似
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昭
和
四
八
年
行
例
第
五
号
伊
方
発
電
所
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
取
消
請
求
事
件

’
－

略
語
表 半唖

決

’
ゞ
Ｅ
出
し
》
ｑ
〃
、
ソ
ー
遼
孔
ｒ
半
州
出

一

一
三
つ
）

｜
規
則

基
本
法１

行
訴
法

原
子
炉
又
は
原
子
力
発
電

所
若
し
く
は
発
電
所

原
子
炉
立
地
審
査
指
針
又

は
立
地
審
査
指
針

告
示
又
は
許
容
被
ば
く

（
曝
）
線
量
を
定
め
る
件

細
管ｌ

四
国
電
力

設
置
法

|：
－＝､1－－1 －－

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
二
年
一
二
月
九

日
総
理
府
令
第
八
三
号
）

原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
○
年
二
一
月
一
九
日
法
律
第
一
八
六
号
）

行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
三
九
号
）

発
電
用
原
子
炉

原
子
炉
立
地
審
査
指
針
お
よ
び
そ
の
適
用
に
関
す
る
判
断
の
め
や
す

に
つ
い
て
（
昭
和
三
九
年
五
月
二
七
日
原
子
力
委
員
会
決
定
、
三
八

原
委
第
九
九
Ｉ
（
二
）
号
）

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許

容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る
件
（
昭
和
三
五
年
九
月
三
○
日
科
学
技
術

庁
告
示
第
二
一
号
）

蒸
気
発
生
器
細
管

四
国
電
力
株
式
会
社
（
そ
の
他
の
会
社
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
ず

る
）
。

Ｂ
ｑ
Ｈ
ｐ
■
８
１
・
ｌ
Ｉ
ｌ
４
ｌ
９
３
０
ｑ
８
８
■
９
１
９
Ⅱ

規
制
法
施
行
令
又
は
原
子

炉
（
等
）
規
制
法
施
行
令

若
し
く
は
令

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
三
二
年
二
月
二
一
日
政
令
第
三
二
四
号
）

規
制
法
又
は
原
子
炉
（
等
）

規
制
法
若
し
く
は
法

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
二
年
六
月
一
○
日
法
律
第
一
六
六
号
）

気
象
手
引

原
子
炉
安
全
解
析
の
た
め
の
気
象
手
引
に
つ
い
て
（
昭
和
四
○
年
一

一
月
二
日
原
子
力
委
員
会
決
定
）

Ａ
ｖ
Ｔ
法

揮
発
性
物
質
法

Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ

緊
急
炉
心
冷
却
設
備

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ

国
際
放
射
線
防
護
委
員
会

安
全
設
計
審
査
指
針

軽
水
炉
に
つ
い
て
の
安
全
設
計
に
関
す
る
審
査
指
針
に
つ
い
て
（
昭

和
四
五
年
四
月
二
三
日
原
子
力
委
員
会
決
定
、
四
五
原
委
第
一
○
三

号
）

（
本
件
）
安
全
審
査
報
告

書
又
は
審
査
報
告
書

「
四
国
電
力
㈱
伊
方
発
電
所
の
原
子
炉
の
設
置
に
係
る
安
全
性
に
つ

い
て
」
と
題
す
る
昭
和
四
七
年
二
月
一
七
日
原
子
炉
安
全
専
門
審

査
会
の
報
告
書

（
注
）
他
の
原
子
炉
の
審
査
報
告
書
で
は
冒
頭
に
他
の
原
子
炉
の
も

二

の
で
あ
る
趣
旨
を
示
す
。

安
全
審
査
会
又
は
審
査
会

原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会

被
覆
管
（
材
）
。

原
子
力
委
員
会
専
門
部
会
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当
事
者
の
表
示

愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
九
町
一
番
耕
地
一
七

四
八
番
地

原
告
川
口
寛
之

〈
ほ
か
三
二
名
〉

・
原
告
ら
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

新
谷
勇
人

同
浦
功

同
岡
田
義
雄

同
奥
津
亘

同
熊
野
勝
之

同
崎
間
昌
一
郎

同
佐
々
木
斉

同
柴
田
信
夫

同
菅
充
行

同
田
原
睦
夫

同
仲
田
隆
明

同
中
元
視
暉
輔

同
畑
村
悦
雄

同
平
松
耕
吉

同
藤
原
周

同
藤
原
充
子

同
分
銅
一
臣

同
本
田
陸
士

同
藤
田
一
良

右
訴
訟
復
代
理
人
弁
護
士

井
門
忠
士

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関

被
告
内
閣
総
理
大
臣

福
田
起
夫

被
告
指
定
代
理
人

仙
田
富
士
夫

〈
ほ
か
一
六
名
〉

被
告
訴
訟
代
理
人
弁
謹
士

高
津
幸
一 I

、

一
原
告
ら

目
被
告
が
昭
和
四
七
年
二
月
二
八
日
に
四

国
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
な
し
た
、
伊
方
発
電

所
の
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
を
取
り
消
す
。

目
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る
。

二
被
告

１
本
案
前
の
申
立
て

目
本
件
訴
え
を
却
下
す
る
。

。
訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

２
本
案
の
申
立

㈲
原
告
ら
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

○
訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

原
告
ら
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

（
当
事
者
の
求
め
た
裁
判
）

主
文

事
実

Ｂ
Ｔ
●
①
●
ｇ
＆
■
■
■
■
ｑ
８
０
Ｕ
凸
■
■
■
■
■
Ｕ
ｑ
９
■
■
ｑ
ｒ
Ｂ
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
９
１
０
９
Ｊ
■
■
■
巳
Ｒ
■
０
８
。
■
日
出
呵
心
■
期
石
勺
■
■
凸
呈
■
１
○
判
Ｔ
分

日
四
国
電
力
株
式
会
社
（
以
下
、
四
国
電
力

と
略
称
す
る
）
は
、
昭
和
四
七
年
五
月
八
日
被
告

に
対
し
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
規
制
法
と
略

称
す
る
）
二
三
条
に
よ
り
伊
方
発
電
所
原
子
炉
設

置
許
可
申
請
を
し
、
被
告
は
こ
れ
を
受
け
て
同
年

二
月
二
八
日
同
法
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
許
可

処
分
（
以
下
、
本
件
処
分
と
略
称
す
る
）
を
し

た
。

ロ
原
告
ら
は
、
右
許
可
処
分
に
対
し
て
昭
和

四
八
年
一
月
二
七
日
行
政
不
服
審
査
法
四
八
条
、

同
二
五
条
一
項
但
書
に
基
づ
く
異
議
申
立
を
被
告

宛
に
な
し
、
被
告
は
同
年
五
月
三
一
日
付
で
右
異

議
申
立
を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
。

㈲
原
告
ら
は
、
い
ず
れ
も
本
件
許
可
に
か
か

る
伊
方
原
子
力
発
電
所
の
設
置
場
所
で
あ
る
愛
媛

県
西
宇
和
郡
内
の
別
紙
一
当
事
者
の
表
示
欄
記
載

の
肩
書
地
（
別
紙
２
参
照
）
に
居
住
し
、
右
原
子

力
発
電
所
の
事
故
発
生
の
際
は
も
ち
ろ
ん
、
平
常

運
転
時
に
お
い
て
も
、
大
気
や
海
水
中
に
放
出
さ

れ
る
放
射
性
物
質
や
温
排
水
等
に
よ
っ
て
、
生
命

身
体
を
損
傷
さ
れ
、
そ
の
生
活
等
に
重
大
な
被
害

を
受
け
る
こ
と
を
免
れ
な
い
者
達
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
伊
方
原
子
力
発
電
所
の
設
置
、
稼
動
に
よ

っ
て
原
告
ら
が
被
る
被
害
の
態
様
は
、
放
射
線
に

よ
る
急
性
障
害
、
晩
発
性
障
害
及
び
遺
伝
障
害
で

あ
る
。

第
一
章
本
件
許
可
処
分
と

原
告
ら
の
立
場

（
原
告
ら
の
請
求
の
原
因
）

I

放
射
性
物
質
は
伊
方
原
子
力
発
電
所
の
平
常
運

転
時
に
お
い
て
も
環
境
中
に
ま
き
散
ら
さ
れ
る
が

右
放
射
性
物
質
は
拡
散
、
希
釈
に
よ
っ
て
浄
化
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
必

ず
人
に
対
し
て
被
害
を
も
た
ら
す
。
し
た
が
っ

て
、
少
な
く
と
も
伊
方
原
子
力
発
電
所
の
直
近
に

居
住
す
る
原
告
ら
に
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

ま
た
、
伊
方
原
子
力
発
電
所
に
事
故
が
発
生
す

る
と
、
伊
方
町
は
全
員
急
性
死
に
よ
っ
て
完
全
に

全
滅
し
、
保
内
町
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
急
性
死
と

な
り
、
瀬
戸
町
及
び
八
幡
浜
市
も
全
滅
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
当
然
な
が
ら
原
告
ら
も
伊
方
原
子
力

発
電
所
の
事
故
時
に
は
生
き
て
お
ら
れ
な
い
。

そ
れ
故
、
本
件
審
査
に
お
け
る
本
件
原
子
炉
の

安
全
性
、
被
ば
く
評
価
の
正
当
性
、
放
射
線
の
影

響
の
有
無
、
程
度
に
つ
い
て
、
原
告
ら
は
自
ら
の

も
の
と
し
て
検
証
を
要
求
で
き
る
立
場
に
あ
る
。

一
は
じ
め
に

ｌ
原
子
力
発
電
所
設
置
許
可
処
分

手
続
の
概
略
’

㈹
原
子
力
発
電
所
の
設
置
に
つ
い
て
は
法
律

上
概
略
次
の
と
お
り
厳
格
な
許
可
手
続
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。

原
子
力
基
本
法
．
（
以
下
、
基
本
法
と
略
称
す

る
）
一
条
所
定
の
目
的
、
同
法
二
条
所
定
の
民

主
、
自
主
、
公
開
の
原
子
力
三
原
則
の
下
に
規
制

第
二
章
本
件
許
可
処
分
の

手
続
的
違
法
性
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凶
右
同
働
の
う
ち
、
松
田
時
彦
の
著
書
は

認
め
る
。
そ
の
余
の
事
実
は
否
認
す
る
。

⑤
右
同
国
の
う
ち
、
敷
地
前
面
海
域
で
ボ

ー
リ
ン
グ
調
査
を
し
て
い
な
い
こ
と
は
認
め
る
。

そ
の
余
の
事
実
は
否
認
す
る
。

○
中
央
構
造
線
の
位
置
に
つ
い
て

側
電
力
中
央
研
究
所
の
緒
方
正
戻
の
「
佐

田
岬
半
島
北
岸
海
域
の
地
質
構
造
Ｉ
音
波
探
査
に

よ
る
海
底
地
質
の
考
察
Ｉ
と
に
よ
れ
ば
、
敷
地
の

沖
合
数
百
メ
ー
ト
ル
の
海
底
の
下
方
数
十
メ
ー
ト

ル
で
、
三
波
川
変
成
岩
の
音
波
反
射
。
ハ
タ
ー
ン
は

第
四
紀
層
に
お
お
わ
れ
る
た
め
不
明
瞭
と
な
る

が
、
そ
の
位
置
に
お
い
て
は
、
右
三
波
川
変
成
岩

と
第
四
紀
層
と
の
境
界
は
北
側
へ
緩
傾
斜
し
て
お

り
断
層
は
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
、
一
方
、
敷
地

定
書
で
あ
る
と
の
事
実
は
い
ず
れ
も
認
鞍
る
。

1

わ
っ
た
と
し
て
も
、
右
施
設
に
課
せ
ら
れ
て
い
る

機
能
が
十
分
保
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
設
計
余
裕
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

舅
…
。

の
余
の
事
実
は
否
認
し
、
主
張
は
争
う
。

②
右
同
○
の
事
実
は
否
認
し
、
主
張
は
争

｝
つ
。

③
右
同
日
の
事
実
は
認
め
る
。
た
だ
し
親

１
１
乱
Ｈ
０
鄙
斗
以
娯

日
仙
右
冒

の
事
実
、
木
型

か
つ
た
事
実
、

に
触
れ
た
ウ
金
言
認
畑
山

四月I

本
件
審
査
に
お
け
る
立
地
評
価

中
央
構
造
線

右
同
第
二
の
一
の
１
の
㈲
の
う
ち
側
②

、
木
村
耕
三
委
員
が
審
査
会
へ
出
席
し
な

の
中
央
構
造
線

及
び
被
告
が
中
実
認
噛
嘉
祠
掴
公
調

I

の
は
異
議
申
立
棄
却
〕

が
活
断
層
で
あ
る
とｌ

‐
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
ａ
－
■
■
Ⅷ

そ

前
面
海
域
五
’
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
認
め
ら
れ
る

第
三
紀
に
生
成
さ
れ
た
小
堆
積
盆
地
（
伊
予
灘

層
）
の
中
及
び
そ
の
北
端
部
に
断
層
又
は
地
形
の

変
化
に
よ
る
音
波
の
パ
タ
ー
ン
の
乱
れ
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
、
ま
た
三
波
川
帯
の
幅
と
連
続
性
と
か

ら
判
断
し
て
中
央
構
造
線
が
敷
地
前
面
海
域
の
比

較
的
敷
地
に
近
い
と
こ
ろ
を
通
っ
て
い
る
と
想
定

し
て
も
、
そ
れ
は
本
件
敷
地
の
沖
合
五
’
八
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
範
囲
で
あ
る
旨
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
更
右
緒
方
報
告
書
か
ら
三
波
川
変
成

岩
の
確
認
で
き
た
限
界
地
点
で
も
っ
て
直
ち
に
中

央
構
造
線
の
位
置
を
推
定
す
る
こ
と
は
地
質
学
的

な
常
識
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
ま
た
、
本
件
敷
地
に
見
ら
れ
る
と
す
る

岩
盤
の
い
わ
ゆ
る
「
レ
ン
ズ
状
せ
ん
断
」
は
、
三

波
川
変
成
岩
帯
の
よ
う
に
、
古
い
地
層
か
ら
な
る

岩
盤
に
お
い
て
は
、
中
央
構
造
線
の
付
近
に
限
ら

ず
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件

敷
地
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
か
つ
て
、
地
下
深
所
で

で
き
た
潜
在
的
な
割
れ
目
が
、
地
盤
の
上
昇
と
と

も
に
地
表
近
く
に
上
昇
し
、
そ
こ
で
上
載
岩
盤
の

圧
力
の
低
下
及
び
地
表
か
ら
の
地
下
水
等
に
よ
る

風
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と

堅
く
閉
じ
て
い
た
も
の
が
開
口
し
た
り
、
あ
る
い

は
そ
の
割
れ
目
に
地
表
地
下
水
が
浸
入
し
て
風
化

し
て
で
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
敷
地
に
右
レ
ン
ズ
状
せ
ん
断
が
見
ら
れ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
中
央
構
造
線
が
直
近
に
あ
る
と
す

る
理
由
が
な
い
。

日
中
央
構
造
線
の
活
動
性

側
中
央
構
造
線
の
活
動
に
起
因
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
よ
う
な
地
震
は
日
本
全
土
の
ど
こ

に
も
そ
の
例
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
央
構
造
線

咄
旧
１
旧
１
１
皿
服
Ⅱ
Ⅲ
い
ｈ
叩
Ⅲ
Ｗ
Ⅷ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｗ
ｕ
ｌ
ｎ
ｎ
川
Ｍ
脳
Ⅲ
開
閉
Ⅲ
‐
川
Ⅱ

１
１
１
Ⅱ
１
１
１
Ｎ
“
Ⅲ
側
旧
淵
胤
Ｉ
ロ
ロ
Ｅ
密
画
画
ロ
ロ
一
四
一
四
一
Ｆ
。
．
●
個
画
●
・
ロ
ロ
ロ
ロ
。

１

の
活
動
と
地
震
と
を
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
そ

れ
自
体
が
実
証
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
仮
に
敷
地
付
近
の
中
央
構
造
線
に
関
連
し
て

地
震
が
起
こ
る
も
の
と
想
定
し
て
み
て
も
、
以
下

の
よ
う
な
事
実
に
よ
れ
ば
、
大
規
模
な
地
震
が
発

生
す
る
可
能
性
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
四
国
地
方
に
お
い
て
、
吉
野
川
河

口
か
ら
四
国
山
地
を
ほ
ぼ
東
西
に
縦
断
し
新
居
浜

の
西
南
に
当
た
る
桜
樹
か
ら
急
に
南
へ
曲
が
り
、

緩
や
か
に
湾
曲
し
な
が
ら
上
灘
に
抜
け
て
伊
予
灘

に
没
す
る
中
央
構
造
線
は
、
右
桜
樹
か
ら
東
方
に

あ
っ
て
は
活
動
的
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
よ
り
西

方
に
あ
っ
て
は
第
三
紀
（
約
六
五
○
○
万
年
前
か

ら
約
二
○
○
万
年
前
）
の
後
期
ご
ろ
（
約
一
○
○

○
万
年
前
）
以
降
は
全
く
活
動
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
右
桜
樹
か
ら
上
灘
に
か
け
て
の
中
央
構

造
線
の
北
側
三
’
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
存
在

す
る
川
上
断
層
や
伊
予
断
層
は
、
活
動
性
を
有
し

て
は
い
る
が
、
そ
の
活
動
性
や
連
続
性
は
、
右
桜

樹
以
東
の
中
央
構
造
線
と
比
較
す
れ
ば
い
ず
れ
も

小
さ
く
、
更
に
、
本
件
原
子
炉
の
敷
地
前
面
海
域

で
は
、
右
両
断
層
の
よ
う
な
活
動
性
、
連
続
性
を

も
っ
た
断
層
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
仮
に
本
件
原
子
炉
敷
地
沖
合
に

想
定
さ
れ
る
中
央
構
造
線
に
起
因
し
て
何
ら
か
の

地
震
が
起
こ
る
と
想
定
し
て
み
て
も
、
右
の
地
震

は
、
本
件
原
子
炉
敷
地
近
傍
の
過
去
の
地
震
の
規

模
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
も
の
で
あ
り
、
マ
グ
ニ
チ

ュ
・
－
ド
七
以
下
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

字
（
》
。

②
特
に
、
敷
地
前
面
海
域
の
活
動
性
に
つ

い
て
考
え
る
に
、
佐
田
岬
半
島
北
岸
海
域
で
実
施

さ
れ
た
音
波
探
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
敷
地
前
面

海
域
五
’
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
認
め
ら
れ
る
第
三

紀
に
生
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
小
堆
積
盆
地

（
伊
予
灘
層
）
の
中
及
び
そ
の
北
端
部
に
断
層
又

は
地
形
の
変
化
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
音
波
探
査

の
パ
タ
ー
ン
の
乱
れ
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

右
伊
予
灘
層
の
平
頂
丘
の
水
平
性
及
び
平
坦
性
並

び
に
右
パ
タ
ー
ン
の
乱
れ
の
上
部
の
沖
積
層
に
も

乱
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も

洪
積
世
末
期
（
一
万
年
以
上
前
）
以
降
の
活
動
は

認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
中
央
構
造
線
及
び
そ
れ

に
関
連
す
る
断
層
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
全
域
に
つ
い
て
、
歴
史
時
代

を
通
じ
て
地
震
及
び
地
殻
変
動
等
と
実
証
的
に
結

び
付
く
事
実
は
全
く
な
く
、
ま
た
、
現
在
の
地
震

活
動
の
特
徴
や
震
源
分
布
が
右
断
層
と
調
和
す
る

事
実
も
な
く
、
中
央
構
造
線
を
地
震
に
結
び
付
け

て
考
え
る
の
は
実
証
性
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
‐

し
た
が
っ
て
、
実
証
的
立
場
に
立
つ
工
学
と
い

う
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
過
去
の
地
震
と
の
関
連
に

実
証
性
が
な
く
、
か
つ
一
万
年
以
上
も
活
動
し
て

い
な
い
敷
地
前
面
海
域
の
中
央
構
造
線
及
び
そ
れ

に
関
連
す
る
断
層
に
よ
る
地
震
は
、
設
計
上
評
価

す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
実
証
的
立
場
に
立

つ
工
学
と
い
う
面
か
ら
は
、
敷
地
前
面
の
中
央
構

造
線
に
よ
る
地
震
を
設
計
上
考
慮
す
る
必
要
は
な

い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
の
、
本
件
安
全
審
査
に
お

い
て
は
、
保
守
的
に
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
理
論
上
、
そ
の
可
能
性
ま
で
は
否
定
し
き

れ
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
過
去
の
歴
史

地
震
の
規
模
と
四
国
西
部
の
伊
予
断
層
の
連
続
性

よ
り
推
定
さ
れ
る
地
震
の
規
模
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

〆
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と
、
ま
た
、
ボ
ー
リ
ン
グ
の
観
察
結
果
か
ら
も
、

地
下
深
部
に
及
ぶ
よ
う
な
風
化
は
報
告
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
岩
石
良
好
度
の
ば
ら

つ
き
は
片
理
あ
る
い
は
節
理
等
の
影
響
で
あ
り
、

風
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
⑫
本
件
原
子

炉
は
伊
予
灘
に
面
し
た
岬
の
先
端
に
位
置
す
る

が
、
本
件
原
子
炉
敷
地
は
数
千
ト
ン
に
及
ぶ
大
量

の
岩
盤
を
削
り
取
っ
た
上
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
、

本
件
原
子
炉
の
原
子
炉
格
納
施
設
の
常
時
荷
重
は

前
記
の
と
お
り
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
約
六
○

ト
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
山
の
安
定
性
に
と
っ

て
は
載
荷
量
の
軽
減
と
な
っ
て
安
全
側
に
評
価
さ

れ
る
こ
と
が
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
る
。

グ
》
‐
に
て
全
く
知
、
い
文
番
い

中
に
も
中
央
構
造
線
に
関
す
る
も
の
は
存
在
し
な

い
こ
と
②
被
告
は
敷
地
前
面
海
域
の
断
層
に
つ
い

て
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
③
鑑

定
人
木
村
、
同
小
野
寺
の
鑑
定
の
結
果
に
よ
れ

ば
、
敷
地
内
の
新
鮮
な
岩
盤
コ
ア
の
強
度
は
乾
燥

時
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
六
二
○
キ
ロ

グ
ラ
ム
、
吸
水
時
同
四
四
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
四
国

電
力
に
よ
る
試
験
結
果
で
は
乾
燥
時
、
吸
水
時
と

も
そ
の
三
倍
程
度
の
値
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

④
本
件
基
礎
岩
盤
に
は
二
本
の
断
層
、
破
砕
帯

が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
右
岩
盤
を
鉛
直
方
向
に

観
察
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
五
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
岩

盤
良
好
度
が
上
下
し
、
し
か
も
地
下
一
○
○
メ
ー

ト
ル
に
至
っ
て
も
向
上
し
て
い
な
い
こ
と
、
ボ
ー

リ
ン
グ
孔
で
は
一
○
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
六
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
岩
質
は
Ｃ
級
で
あ
る
が
、
五
七
メ
ー
ト

出
命
令
胆
よ
り
被
告
が
裁
判
所
に
提
出
し
た
書
類

な
お
①
本
件
安
全
審
査
報
告
書
に
は
中
央
構
捨

ル
で
は
Ｄ
級
が
出
現
し
た
り
し
て
お
り
、
と
こ
ろ
て
、
既
往
の
試
験
結
果
と
比
較
し
て
み
て
も
、
特
性
質
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
報
告
書
（
前
顕
乙
第

ど
こ
ろ
Ｂ
級
が
見
出
さ
れ
て
い
る
が
大
体
に
お
い
別
な
意
義
は
見
出
せ
な
い
こ
と
、
な
お
、
右
の
ボ
ー
五
九
号
証
）
を
見
る
と
、
ボ
ー
リ
ン
グ
コ
ァ
サ

て
Ｃ
級
で
あ
る
こ
と
、
電
力
中
央
研
究
所
の
岩
質
－
リ
ン
グ
Ａ
２
孔
、
Ａ
５
孔
の
コ
ア
を
用
い
た
試
ソ
プ
ル
の
測
定
値
欄
に
空
欄
が
あ
り
、
か
つ
、
湿

分
類
法
で
は
Ｃ
級
の
特
徴
と
し
て
、
「
か
な
り
風
験
結
果
は
、
乾
燥
状
態
、
吸
水
状
態
で
、
そ
れ
そ
潤
状
態
に
お
い
て
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た

化
し
、
節
理
と
節
理
に
囲
ま
れ
た
岩
塊
の
内
部
は
れ
平
均
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
二
五
り
一
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
小
さ
な
デ
ー
タ
が
あ
る

比
較
的
新
鮮
で
あ
っ
て
も
、
節
理
の
間
に
は
泥
又
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
同
一
○
二
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
が
、
鑑
定
人
木
村
、
同
小
野
寺
の
鑑
定
の
結
果
及

は
粘
土
を
含
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
多
少
の
空
っ
て
お
り
、
既
往
の
試
験
結
果
と
の
間
に
大
き
な
び
弁
論
の
全
趣
旨
を
総
合
す
る
と
、
右
報
告
書
の

げ
き
を
持
し
て
水
滴
が
落
下
す
る
。
岩
塊
は
硬
い
差
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
鑑
定
調
査
に
お
け
る
岩
測
定
値
に
空
欄
が
あ
る
の
は
、
圧
縮
試
験
が
破
壊

場
合
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ト
レ
ン
チ
石
試
験
の
結
果
は
、
片
理
面
や
節
理
面
で
破
壊
し
試
験
で
あ
っ
て
、
一
度
試
験
し
た
も
の
は
再
使
用

坑
等
で
は
水
滴
が
漏
れ
出
て
お
り
、
ま
た
、
節
理
た
も
の
ま
で
含
ん
で
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
更

が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
る
場
所
も
存
在
し
て
い
そ
の
試
験
状
態
の
異
な
る
既
往
試
験
結
果
と
表
面
に
、
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
七
五
キ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
当
詞
笥
間
何
割
Ⅶ
上
の
数
値
の
み
を
比
較
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
ロ
グ
ラ
ム
の
測
定
値
を
あ
げ
な
か
っ
た
の
は
、
そ

が
な
い
が
、
右
①
④
の
事
実
は
前
示
認
定
を
左
右
こ
と
が
、
前
顕
乙
第
一
五
九
号
証
、
右
同
鑑
定
の
の
備
考
棚
に
「
節
理
に
沿
う
破
壊
」
と
掲
記
さ
れ

す
る
に
足
ら
ず
、
ま
た
、
右
②
の
事
実
に
つ
い
て
結
果
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
の
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
岩
石
の
圧
縮
破
壊
試

は
、
証
人
木
村
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
海
底
の
地
質
で
、
右
③
の
事
実
も
前
示
認
定
を
左
右
す
る
に
足
験
を
す
る
に
適
さ
な
い
資
料
で
あ
り
、
し
た
が
っ

の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
は
極
め
て
困
難
な
も
の
で
あ
ら
な
い
。
な
お
、
本
件
調
査
委
員
松
田
時
彦
が
、
て
、
岩
石
強
度
の
面
か
ら
み
て
、
本
件
敷
地
の
適

る
た
め
、
現
時
点
で
は
海
底
の
地
質
調
査
は
、
一
四
国
に
お
け
る
中
央
構
造
線
が
活
動
的
で
あ
る
と
性
の
判
断
の
参
考
資
料
と
す
る
こ
と
に
不
適
当
な

般
に
、
音
波
探
査
の
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
争
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
い
ず
れ
も
推

が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
右
②
の
事
実
も
前
示
認
定
が
な
く
、
証
人
垣
見
は
、
松
田
時
彦
が
四
国
中
東
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
報
告
書
に
前
記
の

を
左
右
す
る
に
足
ら
な
い
。
ま
た
、
右
③
の
事
実
部
の
中
央
構
造
線
に
活
動
性
が
あ
る
と
述
べ
た
旨
よ
う
な
点
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
右
は
前
示
認

に
つ
い
て
み
る
に
、
鑑
定
人
木
村
、
同
小
野
寺
の
証
言
し
、
前
顕
甲
第
二
一
西
号
証
の
二
、
成
立
に
定
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

鑑
定
の
結
果
に
見
ら
れ
る
ボ
ー
リ
ン
グ
コ
ア
の
岩
争
い
の
な
い
同
第
一
二
○
号
証
に
よ
れ
ば
、
松
田
な
お
、
前
顕
甲
第
一
三
四
号
証
の
一
、
二
、
第

石
圧
縮
強
度
と
、
四
国
電
力
が
な
し
た
ポ
ー
リ
ン
時
彦
は
中
央
構
造
線
の
活
動
性
に
つ
い
て
の
論
文
二
六
六
号
証
及
び
証
人
荻
野
の
証
言
に
よ
れ
ば
、

グ
コ
ア
の
岩
石
圧
縮
強
度
と
の
右
相
違
は
、
鑑
定
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
中
央
構
造
線
の
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
に
お
け
る
ボ
ド

調
査
ボ
ー
リ
ン
グ
・
カ
ー
１
号
孔
の
コ
ア
の
試
験
存
在
を
推
定
さ
せ
る
趣
旨
の
破
線
を
佐
田
岬
沿
い
ガ
、
マ
リ
プ
等
の
原
子
力
発
電
所
の
設
置
が
、
敷

結
果
の
み
を
既
往
の
試
験
結
果
と
比
較
し
た
も
の
に
書
い
た
図
面
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
が
い
ず
れ
地
内
及
び
敷
地
周
辺
に
断
層
が
あ
る
こ
と
を
最
大

で
あ
る
こ
と
、
右
鑑
定
調
査
に
お
け
る
岩
石
試
験
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
安
全
審
査
に
お
の
理
由
と
し
て
中
止
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

は
ボ
ー
リ
ン
グ
Ａ
２
孔
、
Ａ
５
孔
の
コ
ア
を
用
い
い
て
は
前
記
の
と
お
り
、
垣
見
、
松
田
両
調
査
委
が
、
本
件
敷
地
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
断
層
等

て
の
試
験
、
岩
石
ブ
ロ
ッ
ク
せ
ん
断
試
験
位
置
の
員
が
中
央
構
造
線
の
問
題
に
つ
い
て
も
慎
重
に
審
と
右
ア
メ
リ
カ
の
各
発
電
所
敷
地
内
及
び
そ
の
周

試
料
を
用
い
て
の
試
験
、
物
探
用
ボ
ー
リ
ン
グ
・
力
査
し
た
結
果
、
本
件
敷
地
が
原
子
炉
敷
地
と
し
て
辺
に
あ
る
断
層
の
規
模
、
性
質
等
を
比
較
し
て
み

１
３
号
孔
、
カ
ー
４
号
孔
の
コ
ア
を
用
い
て
の
試
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
判
断
を
し
た
も
の
で
あ
る
な
い
限
り
、
右
の
事
実
は
、
前
示
認
定
を
左
右
す

験
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
か
ら
、
右
は
前
示
認
定
を
左
右
す
る
に
足
ら
な
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
の
一
つ
の
試
験
試
料
の
み
を
取
り
上
げ
い
。
次
に
、
「
伊
方
地
点
緑
色
片
岩
の
物
理
的
諸
そ
の
他
前
示
認
定
を
左
右
す
る
に
足
る
証
拠
健

i,
1－

1‐
1．

t，;．
『・
I．

l

ｳｰ

1....
4』■凸

iﾄー:'!”
ロ￥･

I.:1.1

犀．

:■．.::．

『::：
:。

L・・

職:


